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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２５年３月１５日（金）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　３時４６分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 大澤千恵子 副委員長 柴田繁勝  委　　員 川端福江

委　　員 渡辺慎吾  委　　員 安藤　薫 

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　和島　剛

教育次長兼次世代育成部長　馬場　博　　　　

教育総務部長　登阪　弘　　総務課長　岩見賢一郎　　子育て支援課長　木下伸記

次世代育成部次長兼教育センター所長　前馬晋策　　　教育政策課長　若狭孝太郎　

こども教育課長　小林寿弘 児童相談課長　北橋ひとみ

生涯学習部長　宮部善隆 同部次長兼文化スポーツ課長　布川　博

生涯学習課長　柳瀬哲宏

　　　　　　

１．出席した議会事務局職員

事務局局次長　藤井智哉 同局総括主査　湯原正治

１．審査案件

議案第１号　平成２５年度摂津市一般会計予算所管分

議案第９号　平成２４年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分

所管事項に関する事務調査について
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（午前１０時　開会）

○大澤千恵子委員長　ただいまから文教

常任委員会を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は、川端委

員を指名します。

　先日に引き続き、議案第１号所管分及

び議案第９号所管分の審査を行います。

　質疑を続けます。渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　おはようございます。

　三日も空いたらどんなご答弁をいただ

いたか、大体のことは覚えているんです

けど、質問の中でこの前に答弁いただい

た内容があるかもしれませんが、その辺

はご容赦をお願いしたいと思います。

　それでは、２回目の質問をしていきた

いと思います。

　まず、校務員共同作業の件です。第４

次行革で新たな採用はしないということ

ですけど、例えば、私がこういう形で校

務員さんが、どんな仕事してはるんかな

というような、大体のことはわかっとる

んですけど、そういうふうな問いかけが

あること自体が非常にはっきりしていな

いという一つの表れというふうに思うん

です。

　私が学校へ行ったら、学校の先生もご

みを拾ったり、いろんなことしてはるん

ですよね。私は自分自身の行い、そうい

う気持ちとしてやられているというのは

わかるんですけど、校務員がいてはるん

やったら先生方がそれなりにそういうよ

うなごみを拾ったり、校長先生が一生懸

命、朝にごみ拾いしているようなシーン

がないんじゃないかというふうに思うん

です。そんなことを見ながら、また補助

員までそこにおるということで、電球を

替えるとかいろんなことがあったときに

電気のこととか、本当に専門的なことも

それはあると思いますけど、そういう業

者を呼んで、そういうことをやっとるん

やったら、ほんならちょっと難しいこと

は業者、それからごみ拾いやったら先生

にやってもらったらいいというふうになっ

てしまうわけであってね。ときには生徒

にさせることも必要やと思うんですよ。

　学校周辺のごみ拾いやったり、例えば

さまざまなちょっとの補修やったら、やっ

ぱりそういう工作の時間とか学校の授業

の中で多分あると思うんでね。子どもた

ちにやらすとか、そこにそういう先生も

一緒になってやらすとか、そういうこと

もできるというふうに思うんですけど、

その点、今後そういう職種は採用なしと

なるということなんですけど、今さら校

務員としてお雇いになった方をほんなら

どこへ持っていったらいいねんというこ

ともあるかもしれませんが、シルバーな

り、それから業者なり、学校の先生なり、

生徒なりで当然、事務に関しては別にし

て、事務員がいてはるわけですから、そ

ういうことを考えたら、校務員さんとい

うのは一体どういう仕事をしているんか

なという非常に疑問があるんでね。

　今おられる校務員さんが、学校教育関

係で何かそういう別の、例えば職種は全

然違うにしても、この前も言いましたよ

うに、荒れた学校があるわけですから、

そういう先生の補助的なことがひょっと

したらできるかもしれませんし、そうい

うことを考えながら、新たな使い方とい

うたら非常に失礼なんですけど、使用の

仕方を考えたらどうかなというふうに思

うんですけど、その点ご答弁いただきた

いと思います。

　それから、荒れた学校ということなん

ですけど、現実に私のところへ子どもた

ちが来て、「私、授業を受けたいけど受

けられない。このような現状を先生どう

にかしてください」というふうに、これ

はほんまにそこの子どもたちから、そう
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いうことを私は訴えられました。

　例えば、若狭課長、私がそういうこと

を言うて、そんな子どもたちがおるとい

うことになったら、やっぱり教師として

胸が苦しいといいますか、非常に辛いも

のがあると思います。

　そこで、ほんならそういう子どもたち

を他校の子どもたちと同じようにきっち

りと授業を受けさせてやりたい。ほんな

らどうすべきかということを考えて、今

でも一生懸命考えられてやってはると思

うんですけど、先生のさまざまな学問と

して、そういう子どもたち、例えば病気

がありましたよね、アスペルガー症候群

とか、そういうようなさまざまな病気と

かがあるというのは、当然、ご存じやと

思うんですけど、そういう子どもたちに

対して、どのように対応するかというこ

とを今もう本当に暗中模索されているよ

うなことが現状ちゃうかなと思うんです。

　これはあくまでも私の持論ですけど、

ちょっと長くなるんですけど、ずっと戦

後ですね、学校教育ということをいろい

ろ大ざっぱでありますけど、私なりにい

ろいろ分析したときに、やっぱりそこに

教育現場を政争の形に変えてしまうよう

な時期があって、昭和２７年に主権が回

復されるまではアメリカが従来の戦中戦

前の日本教育は、非常にこれはやっぱり

封建的な教育ということで、全て否定さ

れて、アメリカナイズされた教育をされ

た。

　例えば、私は剣道をやってますけど、

剣道禁止、日本の伝統的な文化を禁止す

るというようなこと。これは戦時下で二

度と戦争を起こしたくないというアメリ

カの思いがそういう形をしたと思うんで

す。

　その占領政策が終わって、その後、左

翼分子がその思想に相乗りしたような状

況で、日本教職員組合という一つの団体

に左翼分子が入って、そこでさまざまな

思想的なサボタージュをやりながら、昭

和３３年に道徳教育を復活さすというこ

とで、当時の文部省がそのようなことを

言うたときに日教組がそれを反対した。

　中国で文化大革命が起きましたよね。

私は北京放送を聞くのが好きで、中学校

のときに、ラジオで北京放送をよく聞い

とったんです。そこには日本の同志諸君、

友人諸君というようなことを絶えず日本

語で呼びかけがあったときに、やっぱり

それに呼応したか知らんけど、教育現場

でも文化大革命があったわけですね、全

てのそういう伝統的な、封建的なものを

教育現場から追放せなあかん。

　それから、階級闘争はやっぱりしてい

かなあかん。例えば校長先生、教頭先生、

それから主任制の問題というのがありま

したね。ああいうような上下関係を一切

なくさなあかん。先生と生徒のやっぱり

そういう封建的な関係もなくさなあかん。

先生は聖職じゃなくて教育労働者や。テ

レビをつくったり、それから自動車をつ

くる労働者と我々は一緒やねん。そうい

う感じで、生徒と先生との関係もこれも

人間としての価値は一緒ですけど、そう

いう関係も平等主義といいますか、友達

主義といいますか、そういう関係に長い

間いっていたわけですね。

　これは私の持論ですから、持論で言わ

せてもろとるんですけど、そのことが例

えば、我々、皆さんのときもそうやと思

うんですけど、当然卒業式のときには仰

げば尊しを歌っとったわけです。それが

そういう必要はないというようなことに

なったかどうか知らんけど、仰げば尊し

が消えたり、さまざまなそういう過去か

ら良しとしたことがなくなるような一つ

の時期が長い間続いたわけですね。
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　後から、言いますけど国旗、国歌の問

題もそうです。

　そういうようなことをしたことが、今

言うたように、地域社会や例えば保護者

の間にそうか、学校の先生は聖職者と違っ

て、偉い人や思とったけど、違うねんな、

我々と一緒の労働者やな、それやったら

ちょっと言わせてもらわなあかんなとい

うようなことになった。

　さまざまの面で、例えば教育長の小さ

い頃なんかでも、先生に怒られたら、そ

のことを親御さんに言うたら、「おまえ

が悪い」というて、「先生が正しいやな

いか」というようなことを、やっぱり保

護者も先生をフォローして、一緒に子ど

もたちを育てようやないか、そういうよ

うな環境があったわけです。

　私は、それを「酒蔵」というような、

一つの表現の仕方をするですけど、地域

によって、それぞれ銘酒がありますよね。

その銘酒を育てるにはやっぱり酒蔵にさ

まざまな微生物がおるわけですね。杜氏

が一生懸命仕込みをして、その酒蔵に入

れたらさまざま微生物がいい酒につくり

かえていくんですね。

　子どもを育てるには、まさに熟成とい

うふうに私は思うんです。子どもをいい

環境で本当にみんなが協力し合って、我々

も微生物の一つです。みんなをいい酒に

つくり上げていくというのが、子どもの

教育の本質と私は思うんです。

　そこで対立があったら、そのいい酒が

当然できへんですね。例えば、酵母菌に

納豆菌を入れたら全滅するらしいです。

だから杜氏は絶対納豆を食べないらしい

です。

　だから、そういう形でやっぱりそこに

酒蔵にふさわしくいない微生物が入って

きたら、そこの酒蔵がだめになるのと一

緒のように、やっぱり保護者、子どもた

ち、生徒、それから先生が三位一体になっ

て、子どもたちを熟成するというような

雰囲気がないとあかんのに、不幸なこと

にそういうような一つのイデオロギーが

あって、そこでさまざまな闘争があった

ときに、そういうバックアップ体制がと

られる中で、今、団塊の世代の先生方が

退職しようとしてはるんですけど、若い

先生方は闘争のことはほとんど知らずに

教師になってきたわけです。

　そのあおりを若い先生方が負っている

ような状況が今、現実にあるんではない

かと思うんです。

　だから、先生方というのは、それなり

の家庭で育ってきて、とんでもない大金

持ちばっかりやないと思う、普通の家庭

の方が多いと思うんです。それなりの教

育を受けて、育ってきた先生方がどっち

かいうたら、態度の悪い子どもたち、さ

まざまな家庭環境がその子どもたちには

あると思うんですけど、そういうことを

頭で理解できても、気持ちの中で理解で

きるかということを考えたときに、僕は

限界が生じとるんが現実じゃないかと思

うんです。

　そこで、今、言うたように我々のよう

な微生物がそこに必要なんです。地域の

怖いおっちゃん、おばちゃんもそうやし、

地域の人が、その子どもたちを一生懸命、

学校の先生が中心になって育てていこう

やないかという、そういう酒蔵のような

環境が必要なわけなんですよ。

　だから、私は、後の質問にも続くこと

なんですけど、そういうような雰囲気を

教育委員会も、それから学校も。僕はこ

の前の二中に行きました。やっぱりどん

どん地域の人たちを学校に来てもらって。

過去においては学校は聖域やいうて、一

切よそから来た人を寄せつけんようなも

んがあったでしょう。
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　しかし、オープンにして、ともにこの

問題を考えましょうというような雰囲気

が、今、熟成されつつあるんですよね。

酒蔵にちょっと菌が発生しているような

状況なんです。

　そこでみんなでそういう問題を考えて、

もちろんプライバシーの問題もあるかも

しれんけど、地域の人らがその子どもた

ちの家庭環境をしっかりと把握して、やっ

ぱり理解するというのがないと、単にそ

の現象だけで、子どもたちをはじき飛ば

すということも、これもかわいそうなこ

とだと思います。

　だから、そういう点を地域と学校をしっ

かり考えるようなそういうような雰囲気

を熟成させるお気持ちはないのか、お聞

きしたいと思います。ちょっと長くなっ

てえらい申しわけないですけど、私の勝

手な持論を言うただけで、異論もたくさ

んあると思いますけど、そういうことで

ご答弁いただきたいと思います。

　それから、学校部活動等助成事業です

けど、本当に固有名詞を挙げていいのか

わからないですけど、田中先生が非常に

部活動の相談員ということで、体罰問題

も絡めて、非常にクローズアップされて、

摂津市というところは、すごく教育、例

えば部活動に関して熱心やなというよう

な他市からの目があるわけです。

　その中で、もっともっとそれを本当に

現実に実にするためにどうするかという

ことになってきたときに、さまざまなニー

ズに応えて、子どもにそういうチャンス

を与えるということがやっぱり一番だと

思うんです。

　クラブ活動はなくても、さまざまな、

例えばレスリングとか、剣道とか、クラ

ブ活動はないけど活躍しとる子どもたち

も生徒自身は多々おられると思うんです。

例の野球でもそうやと思いますけど。

　ただ、そういうような子どもたちの能

力を発揮させたり、その子どもたちが世

に出て、それなりに名前を出したら、やっ

ぱり相乗効果といいますかね、「わあ、

摂津は」ということになるし、やっぱり

摂津の学校へ行くことが、逆に憧れにな

るし。よく新設大学なんかでも、私の大

学もそうやったんですけど、やっぱりク

ラブを強化するんですよ。ほんならやっ

ぱり駅伝とか、サッカーとか、ラグビー

とか、それから剣道とか、柔道なんかで

もやっぱり名前が出てきたら、その大学

の名前がごっつい上がってくるんです。

ほな皆憧れて、その学校に行くんです。

ほな学校のレベルがだっと上がっていく

んですね。そういう相乗効果があるんで

す。

　だから、今はよく新設学校はクラブを

強化することがありますよ。甲子園の大

会を見ても、聞いたことのないような学

校が出てきとったりするけど、それがそ

の何年か後に名門校になっていくわけで

す。

　だから、クラブ活動は、たかがクラブ

やけど、されどクラブなんです。当然、

たかがということは皆さん思ってないに

しても、そういうようなその辺の能力が

ある子どもたち、それをクローズアップ

して、学校の先生が今、手いっぱいとい

うのはわかりますけど、そこは相談員の

先生方が行って、その子どもたちをフォ

ローして、今さっきから言うたように、

学校間の中で統一的な一つのクラブをつ

くったり、それから何とかその中体連に

出場できるように、なかなか今おかげさ

まで、剣道なんかは中体連に出れますけ

ど、そういう形の一つのバックアップす

るとか、そういうことを具体的にやって

いただくことが必要ではないかと思いま

すので、その辺もご答弁いただきたいと

－5－



思います。

　それから、学力定着度調査事業ですけ

ど、これはほんまにさまざまな特効薬と

いうのはなかなかできにくいと思う。た

だ、やっぱりある程度、結果が出へんかっ

たら何しとんねんということを問われる

事業なんですよね。

　だから、さっきの話じゃないけど、い

ろんなことを皆さんが工夫しながら、そ

ういうことをやってはるんやけど、結果

出へんかったら、これは意味がないとい

うたら怒られるけど、やっぱり具合悪い

です。

　ある程度、大阪府でナンバーワンにな

れとは私は言いませんけど、せめてもの

目標、大阪府の平均ぐらいは何とかした

い、何年度までには何とかしたいという

目標を持ちながら、ほんなら何をすべき

かということを具体的にもちろん教師が

あれですから、先生方と話し合いながら、

具体的な目標値をきちっと設定して、そ

れに向けてやっていくということを我々

がわかるように提示していただいたら、

そこに向けて頑張ってるねんなというの

がわかるわけです。

　ある程度、ここまでいったときにこう

なりましたということになってきたら、

着実にそれが階段を上がるような形や結

果に出てくると思うんです。ただ、漠然

やないんやけど、わかりにくい方法でい

ろいろやって、「結果、出ませんでした」

というたら、「おまえ、何しとった」と

いうことになるわけです、はっきり言う

て。

　その辺も目標値を持ちながら、例えば

そういうプロジェクトチームは当然この

中にはあると思うんですけど、より一層、

濃いチームをつくりながらやっていくお

考えはないのか、これもお聞かせ願いた

いと思います。

　それから、校務用品の件なんですけど、

アンケートをとったら、まだ存続してほ

しいということです。いつごろのアンケー

トなのか知りたいのと、それから今、言

うたように卒業するときに、卒業生にこ

のランドセルの支給はよかったのか、最

後まで皆さんはランドセルを使いました

か、ほかに、例えば体操服とか、それか

ら体操シューズとか、そういうもんで代

替はどうですかとか、ほかのものに変え

るという考え方はどうですかというアン

ケートをしたら、ひょっとしたら結果が

変わってくるかもしれない。そういうお

考えはないのか。

　だから、大分昔のアンケートや資料を

持ってきて、こういう結果ですと言われ

たら、それはちょっと今の時代というか、

そういうのはマッチしないので、だから

その辺のご説明をお願いしたいと思いま

す。

　それから、副読本です。これも前回と

同じように「にんげん」を使ったらあか

んというようなことは言うてないという

ことなんですけど、今、言うたように、

時代のニーズによって副読本は変えてい

くんですけど、今の時代がそういう時代

じゃないから、過去において「にんげん」

を使っていたことをやめるいうことになっ

ておるわけですから、そういう例えば人

権問題でもさまざまな人権問題がやっぱ

り惹起してきましたよね。同和問題だけ

と違いますやんか。

　例えば拉致の問題とか、さまざまな問

題が惹起してきたわけなんで、だから時

代に合ったそういう副読本の使い方とい

うことで、今、変わっとるわけですから、

その辺は過去の副読本は教師間の資料と

して見るのはいいんやけど、子どもたち

の教育にはできる限り使わないようにす

るということが必要じゃないかと思うん
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です。

　例えば、教科書でも、ほんなら今から

３０年前の教科書を使って授業しましょ

うかというたら、先生方はどういうふう

に思われるかですわ、そうでしょう。例

えば、歴史も多少なりとも変わるわけで

すよ。

　だから、教科書というのは絶えず２年

に一回かな、それで改訂されながら時代

に合った教科書を使おうということでやっ

とるわけであってね。

　だから、そういう意味から考えたら、

過去の副読本をわざわざ出してきて、子

どもに教えるということ自体がこれはも

うナンセンスなんですわ、はっきりいう

て。そういう点で、お答えをお願いした

いと思います

　それから、学校教育相談員です。本当

に今さっきの話じゃないんやけど、ピュ

アな気持ちで入ってきた先生方が暗中模

索というか、本当にノイローゼになる先

生とか、メンタルヘルスになっとる先生

方というのは多いというふうに聞きまし

た。それは人から聞いた話で、データと

か、そういうのはなしに聞いたんですけ

ど、やっぱり若い先生方で自殺する方も

多いというふうに聞いたんです。

　そういうふうなことを考えたときにやっ

ぱり先輩格の先生方が育む、育てるじゃ

ないんやけど、さっきの酒蔵じゃないん

やけど、従来の我々の時代と違う感覚で

育ってきた若い先生方が、非常に悩むと

いうか、自分の思っている教師像とはい

かにギャップがあるかというような感じ

で、そういう悩みに陥ってしまう方も多々

おられる思うんです。

　だから、その辺は学校の先生が学校の

先生をいろんな相談に乗るということも、

これは当然だと思うんですけど、いろん

なさまざまな社会の分野で活躍してこら

れた方々が、そういう先生方と接するい

うことも、僕は必要じゃないかと思うん

ですよ。

　よくこれは聞く話で、その通りやと思

うんですけど、学校を出て学校に行きはっ

てね、一つの世界の中で生きてはったと

きに、そこに学校の先生がそこに加わっ

て学校の先生を変えていくという形もそ

れも必要ですけど、やっぱり、いろんな

分野で活躍されとった方々を呼んだり、

例えば苦しいことは教師だけの問題と違っ

て、さまざまな面で、さまざまな職種で

苦しんだり、悩んだりする人がおるわけ

ですから、そういう方々の知恵を借りる

ということも必要やと思うんです。

　私は、だんだん視野が狭くなって、自

分の視野の角度が狭くなることが一番、

苦しむ、ネガティブになっていく大きな

原因やと思うんです。それをポジティブ

にするには、やっぱりその視野を広げて

いって、不幸の自分、本当に悲劇のヒロ

インみたいなんと違って、これはみんな

が、それぞれの立場で悩み苦しんで、み

んな苦しい思いをしながらいろんな職種

で生きていっとるねん、頑張っとるねん

というようなことをやっぱり先生方にも、

そら先生方、個人的に友達関係やら、そ

ういうところでいろんな人の話を聞くか

もしれませんけど、やっぱり社会的にそ

れなりに克服して、それなりの方々を呼

んで、そういう人たちのいろんな話を聞

くとか、そういうようなことも必要では

ないか。

　だから、先生に対して子どももそうで

すよね。学校の先生に言いにくいことを、

よそのおっちゃんに言うのと一緒で、学

校の先生が先輩先生に聞きにくいことも

あると思うんでね、そういう点も考えな

がらやっていかれるお考えはないのか、

お聞きしたいと思います。
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　それから、民族学校の件です。答弁の

内容を聞いておりますと、その答弁も一

理あるとは私は思うんです。ただ、以前

ご答弁いただいたときに、今の社会情勢、

例えば政権交代も起きるかもしれん、社

会の状況も変わるかもしれないというよ

うなことで結論を出したいというような

ご答弁を、確かいただいたと思うんです。

　その間に、北朝鮮は核の実験をやり、

それからミサイルを打ち上げて、すごく

国際的な非難をされて、ほんまに盟友で

ある中国からもいい加減にせいよと言わ

れているような状況の中で、今現実に例

の休戦協定は白紙というて、いつでも攻

めたるでというようなことを言うとるわ

けです。

　我々の感覚でいうたら、これとこれと

は別やという感覚ですけど、あの国の感

覚というのは、例えば朝鮮総連において

も、朝鮮学校においても、自分らの国の

出先機関というふうな感覚でおるわけで

す。私は、だからいろんな国際情勢とか、

国際情報を考えた中で、彼らの一つのシ

ステムというのはそういうことなんです。

　その中で、あえてその学校に通わせと

るということは、やっぱり今、戦争した

ろかと言うとる国に協力するんではない

かというふうに思うんです。当然、子ど

もには罪はないですよ。でも親にはそう

いう意識があるでしょう。親にはあえて

日本の文科省が認定した学校に通わさん

と、自分のルーツである民族的な一つの

学校に通わすというのは、親がしっかり

とした意思表示をしとるわけですね。

　現実に、大阪府とかが朝鮮学校の例え

ば補助金なんかを認定してほしかったら、

こういうことを改善してくれというよう

なことで、要望しとったのが、改善して

ないから補助金が出ないわけでしょう。

金正日さんとか、息子の金正恩氏の写真

を取れとか、そんなことを言うとるけど、

取れへんわけでしょう。その中であえて

通わせとるんですから、理由にならへん

ですやん。

　それと、今、言うたように日本人の方

でも、例えば、いろいろ審査があるので、

資格で援助金がもらえへんような人もお

るわけですよ。そういう人たちをフォロー

するのが本来の姿と違うかなと思うんで

すよ。

　だから、恐らくそういう一つの今の流

れから考えたら、前回の決算審査のとき

のご答弁では情勢が変わったら、一応そ

うしますと言うた。今の情勢というのは

いいようになってますか。だんだん関係

が悪くなっているような状況で、維持す

るというような結論にはならへんはずで

すけど、その辺もう一遍ご答弁をお願い

したいと思います。

　それから、修学旅行の件はよく理解し

てます。

　例えば、北摂の市で修学旅行は同じと

ころへ皆行くとか、さっきの民族学校の

支援でも北摂だけが皆、統一してやると

かね。八尾もやっているとちょっと聞い

たんですけど、そのようなことやら、北

摂が一つの単位になって、「何やねん、

それ」ということで、ほんなら摂津にとっ

てそれはベストかベターかということを

教育委員会でまず考えなあかんでしょう。

それやのに北摂が皆やっとるからという

ようなことやったら、どこでどんな話し

合いしとるねんということになるわけで

あってね。

　そういう点からこれは、若狭課長が非

常に積極的にやっぱり改善しとかなあか

ん、先にもしも事件でも起きたらとんで

もないことやということで、一生懸命精

力的にやってはるということは非常に私

もわかるんです。
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　だから、その辺は例えばこれは喉元過

ぎれば、これは二、三年後に結果を見た

らまた同じようなことになっとるという

ことが十分過去においては考えられるこ

とですよ。ちょっとほとぼり冷めたらい

いんちゃうみたいなことで。

　それは、教育委員会がきちっとする。

これは任せとったらいいんやないかと言

うけど、学校側が修学旅行をやるという

のは当然わかるんですよ。でも教育委員

会として逆にちゃんとした細かいことは

要らんと思いますが、大まかな指針を示

してあげることが必要じゃないかと思い

ます。

　その取り組みを一生懸命されとること

は私は理解してますから、要望にしとき

ますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

　それから、就学前教育はよくわかりま

したので、結構です。

　それから、こども会育成事業です。そ

れぞれこれは本当に毎回言うようですけ

ど、社会風潮で、例えば自治会に入らへ

んとか、今、言うたようにＰＴＡにあん

まり積極的に参加しないとか、それから

こども会なんか、土・日曜日になったら

出ていかなあかんから絶対嫌やとか、そ

ういうような風潮があってね。私は一応、

西こ連の相談役をやっとるので、そうい

う形で受けるんです。目に見えて縮小す

るんです。

　この前、総会が行われたんですけども、

総会に参加される人数がもうすごい勢い

で減っとるんです。ほとんど役員だけに

なっとる。

　このことは、社会風潮もあるんやけど、

そうやからというて、僕はそういう強烈

なアイデアがあるかということになった

ら、なかなか難しいんですけど、毎回言

うようやけど学校とこども会とＰＴＡが、

これも三位一体じゃないんやけど、協力

体制をしっかりと構築することが必要じゃ

ないかと思うんです。別の団体やからと

か思うより、魅力がないからですわ。日々

の生活に追われとるというのはあるけど、

こども会自体の魅力がないから、こども

会の会員が減っとるということです。

　これは大ざっぱな言い方かもしれませ

んけどね。だから、やっぱり魅力あるも

のにするには、どうするかということを

やっぱり考えていく必要があるんですよ

ね。これはもう今、言うのじゃなくて昔

からそういう形をしとかなあかんのです

けど、単にその流れるままにいっとって、

部分部分をちょっと変えたらいいやない

かというような方向では、これはもう絶

対解決になりません。

　だから、そのことは何かということを

考えることが必要なので、保護者でも楽

しかったら参加しはりますよ。土日でも

ね、日々のパートやら仕事でしんどうて

も、土日は楽しいなと、子どもたちと日々

接することが少ないけど、この時間を子

どもたちと接しようというような、そう

いう楽しいものやったら、僕は保護者の

方々の参加もふえると思う。

　我々は、特に西こ連は、キックの保護

者と子どもたちの試合をやったりするん

ですよ。そういう形で一緒にあそぼうと

いうような雰囲気を出したり、いろいろ

やっとるんです。そのときはお母さん方

も、子どもみたいになりはりますわ。苦

虫を潰したような顔して、キックの試合

をやっとる人は誰もおりません。みんな

にこにこしながら子どもたちと一緒に遊

ぶねんという感じで「何々ちゃん、すご

い」とかいいながらやってはりますわ。

むっちゃほほ笑ましい姿ですよ。

　そういうような発想を、子どもたちと

大人たち、保護者も一緒に遊んで楽しい
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思い出をつくろうというような発想をし

ながら、こども会を運営することが、今

後のことを考えたら必要じゃないかとい

うふうに思うんです。

　だから、そういう点、もう一遍ご答弁

お願いしたいと思います。

　それから、放課後子ども教室推進事業

です。もう一遍ご答弁をお願いします。

　それから、地域子ども安全安心事業と

地域学校連携活動支援事業ももう一遍ご

答弁をお願いしたいと思います。

　それから、文化財保護事業ですけど、

柳瀬課長がおっしゃったように、そうい

う形で積極的に活用をすることが、生か

すことやと思うんですよ。あの施設を生

かすには、積極的に活用する、血の循環

をよくすることが、壊死を防ぐことにな

るわけです。

　だから、ただ保存して、修繕して、置

いとくんじゃなくて、それをあなたが一

人でやるんじゃなくて、答弁に入ってま

したが、地域の人らの協力を得ながら、

地域の人らにある程度運営を任せて、活

性化につなげていく。これも協働という

一つの大きな観点から必要じゃないかと

いうふうに思うので、その点は、ぜひと

もお願いしたい。これも要望しておきま

す。

　それから、スポーツ教室振興事業です。

「ヘルシータウンせっつ」の担当は、保

健福祉部で民生常任委員会の所管という

ことでありますけど、ただ、民生所管の

健康ということなんですけど、健康とス

ポーツは、やっぱり結び着きますよね。

だから、それはもちろん保健福祉部がや

るんですけど、やっぱりそこで何らかの

形で、結びつけて大きなテーマね、例え

ば摂津の史跡めぐりをやって、その間に

各公園にそれなりの器具を置いて、そこ

で何かやるということを言うてはったけ

ど。そこに何かそちらの課が僭越に保健

福祉部に行って、こうすべき、ああすべ

きと言えないことはわかるんですけど、

これは教育長の範疇になると思うんです

けど、何か結びつけてやれる方法はない

のか、お聞かせ願いたいと思います。

　それから、温水プールの管理事業です。

布川次長、言うたというけれど、どうい

う形でこの文教常任委員会で言われたこ

とを管理しておる水泳連盟に言われたの

か、それから、シルバーの人らに言われ

たか、ただ、言うたというだけではこの

委員会を一体どのように思ってはるのか

疑いとうなるんですよね。

　やっぱりここで話題になったからには

ミーティングをやるなり、何ぼ管理は任

せとるというてもそれなりに文教常任委

員会で委員が質問した内容に関して、ど

ういうふうにやったかということをきっ

ちりと、その話し合いで改善した内容を

聞かせていただきたいと思いますので、

それをよろしくお願いします。

　学校施設開放事業です。これは言うた

ように常識の範疇の謝礼というのはちょっ

とその辺が、私としてはわからないんで

すよね。これは学校の施設ですから、当

然、ほぼボランティアでやっぱり市民の

ため、子どもたちのためにやるというの

が一つの柱ですやん。

　今、言うたようにやってる会によって

さまざまな会費が違う、でもやっぱり額

はそんな１，０００円単位やけど、会に

よっては倍額を払ってるとか、そういう

ような極端な一つのものがあって、私は

一定の定めた料金の中で、より多くの市

民の方やら、やっぱりこの子どもたちが

使うことが必要なので、その会によって

会費の開きがある。

　それから、今、言うたように謝礼の常

識の範疇が僕はわからへんですけど、そ
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ういう点でもう一遍ご答弁いただきたい

と思います。

　それから、卒業式、入学式の件です。

さっきもちらっと言いましたけどね、き

のう僕、二中に行ってきたときによその

学校も何かそういうふうに聞いたことが

あるんですけど、国旗に対して卒業生が

背中を向けとるんですね。君が代を歌う

ときに、国歌を歌うときに国旗に背中を

向けて歌うような状況が果たして、健全

な状況かということですわ。

　お茶を濁すんじゃないんやけど、さま

ざまなそういうもんに対して反発を持っ

とる先生方はおられますわ。私の言う持

論で紅衛兵の残党みたいな方がおられる

わけですわ。そういう方々がそういうこ

とに対して、反発されとるというのは個々

の個人の自由ですから結構ですけど、正

式な式典でいつまでもそんなような態度

で国旗に背を向けて、国歌を歌うような

態度は果たして健全なのか。

　皆さん、例えばテレビなんかで卒業式、

入学式の風景を見たときに、正面に国旗

があって、それを見ながら国歌を歌う、

それは当然な姿と違いますか。どこに背

を向けて国歌を歌うところがありますの。

テレビの入学式、卒業式でそんな場面を

見たことはありますか。おかしいですね。

　見とったら、生徒たちは誰も歌ってな

かったですわ。それから、先生方を見とっ

ても事務の先生方を見とっても歌ってな

かったですわ。立ってはおりましたけど。

　ある教育委員会では、教育長か校長先

生かな、口ぱくを見とるとかね。それは

あんまり品のいいことじゃない。しかし、

決められたことをやりましょうや。いつ

までもそんなことを言うて、荒れた学校

というて言うことを聞かん生徒がおると

いうて。あんたらもそうやろというて、

今さっきとは違う態度で言うんやけど。

あんたらも決められたことをしないやな

いかというて、開き直られたらどうなる

か。

　そういうことをしとるからね、地域の

方々、さっきみたいにいい微生物が育て

へんのですよ。いい微生物を育てようと

思ったら、みんなが気持ちを一つにせな

あかんのに、そういう態度で出られたら、

我々もちょっと待てということになるわ

けですわ。

　だから、決められたことをきちっとす

るという形で、いいかげんに幼稚なこと

はやめてくださいな。例えば、内心の自

由やどうこう言われとったら、内心の自

由があるから、この授業は受けとうない

とか、そんなことを言うとったら授業が

成り立てへんからね。

　だから、そういうことをね、僕はずっ

とこの何年間、こういう質問をせんかっ

たけど、いいかげん僕は黙って改善され

ることをずっと見とったけど、一向にあ

のことから進んでない。

　馬場教育次長が、正門に国旗を立てた、

私はそれは一つの実績やと思いますよ。

ただ、背中を向けてまんねんで、そんな

ん外国でやってみなはれな、アメリカの

国旗にアメリカ人が全部背中を向けて国

歌を歌うとるシーンなんかありますか、

そんなもん。常識ですわ。

　それと、泉佐野市やったと思うんです

けど、国歌斉唱のとき立たへんかった人

は招待しませんと言うてはりましたね。

そういう方に対して招待状を出しません

というようなことがあったけど、それに

関してどのように思うんか、一遍聞きた

いんですよ。

　例えば、パーティのときにブラックタ

イで来てくださいとか、ごっつ格式があ

るときはホワイトタイで来てくださいと

かなりますよね。そのときに普段着で行っ
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たら、そのパーティの主催者に対してど

ういうことになるか。

　そういう意味で泉佐野市がそれをした。

子どもたちは見てまんねん、これね。子

どもたちはほんならそういう儀礼のとき

に、そういうルールを守らんでいいのか

ということになるわけですよ。そのこと

に関してもお聞きしたいと思います。

　それから、体罰の件です。ちょうど先

日の委員会の終わった次かな、文科省が

体罰の定義を出さなあかんというて、生

徒たちを教育するときに萎縮するんじゃ

ないかということなって、体罰の定義を、

例えば立ちなさいはいいんやけど、椅子

に正座しなさいというのはこれは体罰や

とか、何か細かいことを二、三の例を出

して言うてはりました。そういう体罰に

対して、例えば、私はこの前、言うたよ

うに、体罰はある一定の状況に応じたら、

僕はいいと思うんです。私が勝手に言う

とるんですけど。１００％体罰はあかん

というけど、現実に荒れた学校を見て、

これは現実にあった話やと聞きましたけ

ど、子どもたちがコンビニにおって、何

とか授業に戻さなあかんということで、

先生が言うても聞かへん、腕をつかんで

来いと言うたら「痛い、これ体罰や」と

言うてね、どうしますねん、体罰で訴え

られたら、どうするかということですね、

こういうことがあったという話を聞きま

した。

　でも、そういうような、例えば子ども

たちに変な知恵がついて、「そんなこと

されたら、すぐ教育委員会で体罰だと言

われたら、おまえどないすんねん」とい

うて、先生が言われたときに、ほな先生

はそこから先に進められへんのですよ。

我々は、こんなん言うたけど、これから

私は学校にどんどん積極的に行きたいと

思うんですけど、私が現実に学校に行っ

て、一部ですけど、剣道の授業をやった

ときに、先生はやっぱり格闘してはりま

したわ。さまざまな子どもたちがおって、

そらもう私が剣道の授業をしとるのに横

で、こうやって立て膝つけて寝てるから、

さすがに私も腹立ってね、そのときは、

ここは行儀を教えるために剣道の授業し

とるから、「ばかもの」としかったら、

びくっとしてましたけどね。

　だから、そういうような日々格闘しと

るのが、単に我々外部の人間が体罰はだ

めですよ、体罰は絶対だめですよと言う

とって、日々格闘しとる先生方に対して、

どんどん追い込むような状況が果たして

私はいいのかなというようなことがあっ

たんです。

　感情に赴くがままにやることは僕は体

罰や思うけど、アメリカの州によっては

むちでお尻を叩くというのは、これは認

められとるような州は十何州もあるんで

すよね。アメリカだったらもっときつい

と聞きましたわ。これは先生から聞いた

んやけど、やっぱりピストルを持ったガー

ドマンがおって、「おまえ来るな」とい

うて、学校へ入れさせへんような学校も

あると聞きました。

　こういう子らがギャング団みたいなも

のをつくって、抗争事件を起こしとるよ

うなことも聞きましたわ。

　だから、アメリカというのはそういう

点、物すごくクールなんですけど、世界

的に体罰はだめやということはそれはう

そですわ。アメリカの州ではそれをやっ

とるんですから。ただ感情に任せて、自

分の怒りをおさめるために子どもたちに

そういうことをするのは僕はいいことは

ないと思う。

　何でも日本は極端から極端へいくわけ

ですけど、全てそれを否定してしまうよ

うなことは、逆に自分で自分の首を締め
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ることと違うかなと私は思うんです。そ

んなこと多いでしょう、世の中。あかん

と言うとって、例えば予防接種でも一部

のそういう予防接種が合わない子どもた

ちで障害が起きたということで裁判になっ

たんですよね。ほんでほんなら予防接種

を全てやめたらいいのかとなってきたら、

結核がやっぱりだんだんふえてきたりし

たわけですよ、一時。

　だから、その部分の現象だけで全てを

否定するということは僕は決してよくな

い。特に教育なんかやったら、やれば冷

静に子どもたちに対応することが必要な

ので、場面によってはしつけとして、そ

ういうことも必要なことはあるんじゃな

いかと、これは私の勝手な持論ですけど

ね。反発したくなるんですよ、世の中が

そういうふうに動いたら、私はちょっと

へそ曲がりかもしれんけど。

　そういうことで、実際、教育委員会と

して、ほんならどないすんねんというこ

とになるかもしれへんけど、やっぱりそ

の辺のことは、マスコミが言うとるから

どうこうというより、マスコミが子ども

を育ててくれるわけじゃないんですよ、

はっきりいうて、ほんなら子どもたちを

マスコミが教育してくれますか、してく

れへんでしょう。マスコミとか、そうい

うこともそうやけど、やっぱりそういう

点が、じっくり議論をすることが必要な

んじゃないか。全てだめというて、全て

否定することは僕は好ましくないと思う。

子どもたちが「痛い、暴力はやめろ」と

か言うてね、そんなことに一々敏感に捉

えて、何か暴力事件があったとか聞いた

んやけどというて、我々みたいなものが

言ってね、そんなことにすることは決し

てよくないと思いますので、一遍その辺

をご答弁いただきたいと思います。

　それから、いじめの件です。これも本

当に難しい問題で、一遍、子どもたちに

僕、おまえらの学校でいじめはないかと

いうて聞いたことがあるんです。ほんな

ら「先生、言うたもん勝ちやわ」と。お

互い様というのがあって、これはさっき

の「痛い、暴力はやめろ」という話じゃ

ないけど、私はこの子にいじめられたと

言うたら、もうそこで加害者、被害者が

でき上がってしまうような状況というの

はあるらしいですわ。「ちょっと待って、

私は言いたいんやけど」と言うても「あ

んたがいじめた」ということになるらし

いです。

　だから、今、言うたように例えばいじ

める側と、いじめられる側というのは、

絶えずというのもあって、不幸なことで

大津市ではそういう形で絶えず、いじめ

る加害者、被害者がきちっとでき上がっ

てしまうという事例はこれは変えていか

なあかんと思うけど、今、言うたように

加害者と被害者が入れかわるような事例

というのはたくさんあったりね。その場

面だけを見たら、それがいじめになって、

でき上がってしまうようなこともあるん

です。これはもう非常に難しい問題です

わ。

　それは当然各教育委員会やら、文科省

やらさまざまなところで、いじめに対し

て専門家のプロジェクトチームみたいな

ものはあるとは思うんです。その深層心

理からずっと追求するような一つの機関

はあると思うんですけど、その辺に関し

ても、異常に敏感に反応するということ

が、果たしていいのかなという危惧があ

るんです。

　世の中の流れと、これも逆らうかもし

れませんけど、私の娘の話ですけど、障

害のある子どもたちとクラスが一緒やっ

て、そこで障害の子と話をしとったとき

に、先生が「おまえおちょくっとんのや
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ろ」ということで、えらい怒られたらし

いんですけど、でも障害のある子どもた

ちと話をするときに、どうしてもそうい

う言葉を合わせてしまうということになっ

てきたら、ばかにしとるようなことに先

生は見えたらしいんですけど、そこで普

通にしゃべって、何々ちゃんに合わせて

しゃべっとるのに、何で怒られなあかん

ねんということで、私に言うてきたこと

があるんです。

　それも異常な、非常にデリケートで戦々

恐々と先生方がしてはって、そういう反

応が出たと思うんです。私は子どもに、

先生はびびってはるねんというて、上か

ら怒られるかもしれんからというて、そ

ういうふうなことを説明しました。

　だから、そういうような事態を避ける

べきやと思うんです。その辺も議論の場

を持っていただきたいと私は思うので、

そのことに関して答弁いただきたいと思

います。

　それから、補正予算です。減額補正で

も何か額が多かったら、どんな予算の立

て方をしとるねんと毎回出るんですけど、

これはもう全部ひっくるめての話ですけ

ど、非常にもうちょっとじっくりやっとっ

たら、これだけの高額の減額補正はなかっ

たんと違うかなというような気持ちでお

るんです。英語指導助手派遣業務委託料

で、もう一遍ご答弁いただきたいと思う

んです。

　それから、学童保育室指導員等賃金の

配置人数、これももう一遍ご答弁いただ

きたいと思います。

　社会教育指導嘱託員報酬ももう一遍ご

答弁いただきたいと思います。

　補正予算は以上のご答弁をいただきた

いと思います。これで２回目の質問を終

わります。

○大澤千恵子委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、渡辺委員の

２回目のご質問にお答えさせていただき

ます。

　まず校務員業務についてのご質問でご

ざいます。

　委員ご指摘のとおり、第４次行革を進

める上で、校務員についても例外なく退

職者不補充ということでなってございま

す。職種の任用替え試験の実施などで正

規職員が減少していく中で、例えばグルー

プやチームなどをつくって各校で必要で

ある学校環境整備作業を複数で行うこと

によりまして、より効率性のよい作業が

進められないか研究してまいりたいと考

えます。

　また、生徒たちも一緒になって自分た

ちの通う学校の環境整備の向上を行うこ

と、また例といたしまして、秋の落ち葉

等がかなりございます。その落ち葉等を

生徒たちが一緒になって集めて腐葉土を

つくったりして、それをまた花壇への肥

料として使用するなど、リサイクルの意

識、リサイクルということになりますが、

意識を高めるということなど、学校教職

員と一体となって、学校運営を行う上で

の必要な作業を新たに考えてまいりたい

と思います。

　続きまして、ランドセル支給について

のご質問でございます。

　１回目のご質問でお答えさせていただ

きましたアンケートの調査につきまして

は、平成２２年１２月に配布したときに

調査いたしたものでございます。

　昨年１２月、この４月から新たに入ら

れます新１年生の方々にランドセルを配

布させていただきましたときに、保護者

の方々にランドセルの色についてのアン

ケートの調査もとらさせていただきまし

た。現在２色のランドセルを支給してお

りますけれども、やはり現行どおり、ラ
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ンドセルということで、色につきまして

も約８５％の方々がこのまま色を残して

いただきたい。例えば１色にするという

ことで、経費の節減にもつながろうかと

思いますけれども、黄色ということでは、

１５％程度と回答がございました。

　このことにつきまして、ランドセルの

配布につきましては、新聞社において記

事にもしていただき、他市には事例がな

いというような取り組みをしているとい

うことでも紹介をされました。

　委員ご指摘の卒業生また小学校高学年

の方々に対しまして、ランドセル支給に

ついてのアンケートの調査等をさせてい

ただいて、その結果を分析して、今後の

支給に対しての必要性も含めて調査して

まいりたいと考えます。

○大澤千恵子委員長　若狭課長。

○若狭教育政策課長　教育政策課に係り

ますご質問にお答えいたします。

　授業を静かに受けたいけれど、それが

できない。そうした授業を大切にしてい

る真面目な生徒のエピソードですね、そ

うしたものをお聞きしますと、やはり心

が痛みます。先生方も遅くまで残って保

護者の対応、生徒の指導あるいは授業の

準備等で日々やられとるんですけど、何

とか早くその指導が入らない状況、生徒

指導上、時間がかかってしまう状況とい

うのは、改善したいと思っております。

　委員からご紹介ありました「酒蔵」の

件でございますが、まさにそれはそのと

おりだと思っております。教職員だけで

はなく、ときにはスクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカーといった専

門家、それから地域人材ですね、それぞ

れの持ち味を生かしていただいて、協働

あるいは共担というんですか、いろんな

役割をお互いに分担しながら、一緒に子

どもたちの指導、それから学校の改革を

進めていきたいなと思っております。

　地域を巻き込んで、熟成させて一緒に

子どもたちを育てていこうと、これにつ

いては全く思うところは同じでございま

すので、これからもよろしくお願いした

いと思っております。

　２点目、部活動についてでございます。

　さまざまな子どもたちや保護者あるい

は地域のニーズに応えて、チャンスを与

えるといった趣旨からも、今年度部活動

振興相談員を配置いたしまして、部活動

の実態を把握・整理してまいりました。

　例えば、これは従前から学校の努力で

も行っておるんですが、第一中学校では

剣道部はございませんが、今年度は３名

の生徒が中体連の大会に出場しておりま

す。第二中学校でも剣道部、柔道部はご

ざいませんが、剣道では１名、柔道が２

名、中体連の大会に参加しております。

　担当の顧問ではございませんが、引率

担当もこの中学校では明記していると聞

いております。

　第五中学校では、水泳部はございませ

んけど、今年度は２名、中体連の大会に

参加できるよう管理職のほうで引率等も

対応しております。

　また、部活動振興相談員が各中学校を

周りまして、部活動の新設のためにはど

のような問題点があるのか、あるいはど

のようなことをかなえればそれが可能な

のか、あるいは廃部ですね、どうしたと

きに廃部にしていくことが望ましいのか、

そうした改廃の指針めいたものも今、ま

とめようとしておりますので、これも２

５年度引き続き進めていきたいと思って

おります。

　それから、保護者の要望でサッカー部

でありますとか、野球部、バスケットボー

ル部、こうしたものをぜひ設置してほし

いという声も頂戴しております。合同部
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活動あるいは拠点校方式ですね、そうし

たものも２５年度部活動振興相談員が中

心となって、市としての考え、方向性を

まとめていきたいと思っておりますので、

よろしくお願いします。

　３点目、学力調査にかかわってでござ

います。

　やはり、取り組んできたことや改善し

てきたことの結果が出てこないとその取

り組みが問われるのではないかといった

ところから、この２４年度については、

かなり管理職のほうも危機感をもってき

ているという状況でございます。課題と

されていました自分の考えた解き方を説

明する表現力でありますとか、授業の中

でそうした時間を設定しながら、授業改

善は進んでまいりました。

　ただ、改善した結果、そうした力が本

当に児童生徒に定着してきたのか、小学

校６年生、中学３年生だけではなく、５

年生、４年生、それから中学２年生、１

年生で力がついてきたのか。その検証と

して翌年の調査が行われている意識も強

く持っていただくよう指導もしてまいり

ましたし、またそれぞれの学校もそうい

う意識のもと今年度進めております。

　目標といたしましては、委員からもあ

りましたが、大阪府の平均ほどには市の

平均を持っていきたいという思いは持っ

ております。

　プロジェクトチームというご提案もご

ざいました。本市の場合、事務局の人数

も少ないですし、学力向上担当の指導主

事も配置しておりますから、私どもの課

が中心になりまして、学力向上には引き

続き力を注いでいきたいと思っておりま

す。

　次に、副読本の件でございます。

　２３年度に新しい人権教育関係の資料

集ＣＤを配布いたしました。また、各校

で使いやすいようにイントラネットのサー

バーのほうにそのデータも保存いたしま

して、いつでもプリントアウトできるよ

うにしております。改訂されたもの、最

新版をやはり積極的に使っていただきた

いと、そういう指導は繰り返し行ってき

ておりますし、今年度はそれを使った実

践交流会もコミュニティプラザで開催い

たしております。

　２５年度も引き続き、積極的に使うよ

う指導を続けていきたいと思っておりま

す。

　それから、卒業式、入学式の状況でご

ざいます。

　昨日行われました中学校の卒業式で、

フロア対面形式で行っております関係で、

ちょうど卒業生が壇上の国旗並びに校旗

に背を向けた状態で、国歌斉唱あるいは

校歌斉唱を行っているのは、不適切でな

いかというご指摘でございましたが、こ

れについては配置の場所は最終的に学校

が判断するものではございますけれど、

ご提案といいますか、私どもからもこれ

を投げかけて、最も適切な場所について

話を進めていきたいと思っております。

　それから、声の大きさのご指摘がござ

いました。昨年に比べて少し小さかった

のではないかという校長自身の反省も聞

いておりますので、引き続き卒業式の全

ての参加者がいい式だったなと言ってい

ただけるよう、進行上違和感のないよう、

指導を続けていきたいと思っております。

　一般参加者と来賓も含めた参加者の起

立の件でございますが、これについては、

把握できておりませんでした。全ての方

にご起立、ご協力いただいてるものだと

思っておりましたので、今後把握もいた

しまして検討していきたいと思っており

ます。

　最後に、減額補正の英語指導助手の件
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で１４０万円の減額が非常に大きいので

はないかというご指摘でございますが、

多くの委託業者に声をおかけしまして、

見積もりとそれからその内容を提出いた

だくんですが非常に安い業者が出てきま

した。その関係で、１４０万円の減額と

なっております。

　早速２５年度の予算に反映いたしまし

て、今年度に比べてかなり額を下げてお

ります。

○大澤千恵子委員長　前馬次長。

○前馬次世代育成部次長　それでは、学

校教育相談員にかかわって、教職以外の

幅広い分野の方と、出会ったり、話を聞

いたりする機会をつくってはどうかとい

うご質問についてご答弁申し上げます。

　教員は学校を出て、また学校へ入って

るわけですから、学校という社会しか知

らないというご指摘は私もそう思うとこ

ろです。私が教員になった頃、当時の校

長先生から例えば落語を聞きに行きなさ

い、芝居を見に行きなさい、映画を見な

さい、幅を広げることが教員は大事だ。

そんなアドバイスをいただいたんですが、

まさに今、若い教員にもそういうことを

伝えていきたいと考えているところです。

　研修においても一般企業の方であると

か、学校以外の方から話を聞く機会も設

けておりますし、今おっしゃっていただ

いた視点を大事にしながら、今後も研修

を続けていきたいと思っております。ま

た、学校教育相談員の巡回においてもさ

まざまな分野の方と出えるような機会を

設けるようにとアドバイスもしていきた

いと考えております。

　なお、メンタル面で悩む教員が多いと

いうご指摘でしたけれども、確かに特に

若い教員は、一度の失敗で大きなショッ

クを受けてしまうということが少なくは

ございません。一生懸命やったことにつ

いて、失敗もときにはございます。いか

にして修正するかが、それも迅速に修正

するかが重要だと思っております。そん

な意味でこれまで以上にさまざまな経験

談も相談員のほうからあるいは我々のほ

うからもして、ある意味たくましい教員

を育成してまいりたいと考えております。

　次に、体罰の件でございます。

　文部科学省から３月１３日に体罰の禁

止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底

についてという通知が各都道府県の教育

長等に出されたところでございます。

　正式文書は、まだ市教委のところまで

は届いておりませんが、私も新聞等でそ

の内容に触れました。ここで触れており

ます内容の中で、体罰は学校教育法で禁

止されている決して許されない行為だと

いう点については押さえるべきであると

考えてます。

　また、体罰を厳しい指導として正当化

することは誤りである。そのように書か

れておりますことも確認する必要がある

のではないかと思っています。

　ただ、この中で児童生徒の規範意識や

社会性の育成を図るよう、適切に懲戒を

行い、粘り強く指導することが必要であ

ると記されており、このこともあわせて

重要であると考えています。

　先ほど、おっしゃったように指導する

ことに対して萎縮してしまうこと、これ

は問題であると考えます。必要な指導と

いうものは行う必要がありますし、誤っ

た行為については懲戒権の範囲内で指導

していくことが求められると考えており

ます。

　先ほどおっしゃった内容で例えば正当

防衛あるいはほかの児童生徒に危害を及

ぼすような場合、これを腕をつかんで引

き離す、制止する、これは正当な行為で

あると考えております。新聞等でも線引
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きは難しいという報道もございましたが、

周りから見て常識的に判断できることも

あると思います。ですから、改めて体罰

はいけない、しかし正当な行為というも

のは、いかなるものであるか考える機会

も設けながら、ときには懲戒も必要であ

るということを、我々も学校に伝えてま

いりたいと考えております。

　次に、いじめの件でございます。

　確かに、被害者と加害者が逆転するよ

うないじめ、これはこれまでにも学校か

らの報告にもあったところでございます。

今までいじめられてたものが、いじめる

側に回ったりする。そのようなことで、

二重に心の傷を負っていくようなことも

これまでございました。

　命にかかわるような重篤な事象、これ

については、早期の対応であるとか、早

期解決を図ることあるいは再発防止が迅

速に行われるべきものと考えております。

　一方、学級集団の中で、小さなと申し

上げたら語弊がありますが、あえて小さ

なと申し上げますが、子ども同士のいざ

こざであるとか、あるいはいじめられた

と感じたり、いじめたったと公言してし

まうような、こんなケースというのは集

団の中で多々起こり得るものだと考えて

おります。

　考えてみますと、学級集団づくりとい

うものが重要ではないかと思っておりま

す。特に、不当な行為あるいは先ほども

申し上げた社会規範的に考えてもおかし

い行為について、単に傍観しているとか、

はやし立てるんじゃなくて、いけないも

のはいけない、ある意味仲裁者と申し上

げたほうがいいのでしょうか、そのよう

な存在が学級集団できちんと育っていく

ようなことが重要ではないかと考えてい

ます。

　ですから、学級集団づくりが重要だと

学校も話しておりますが、単にいけない

いけないと切るんではなくて、何がいけ

ない行為か、いけない行為を目にしたら

どのような態度をとるべきなのか、考え

させるような学級集団づくりは今後求め

られると考えています。

　生徒指導に関してのさまざまな資料等

を学校にも配布してまいりましたが、そ

のようなものが適切に活用されるように、

今後も指導を続けてまいりたいと考えて

おります。

○大澤千恵子委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　子育て支援課に

係るご質問にご答弁申し上げます。

　まず、学童保育室指導員賃金の減額補

正についてでございますが、現在学童保

育室では、支援を必要とする児童がおら

れる学童ホームには見守りのために厚く

指導員を配置しております。

　予算編成の段階では指導員一人が支援

の必要な児童一人の見守りを行うという

前提で予算計上をさせていただいており

ます。

　ただ、実際には４月の入所に向けて、

事務局の担当職員と学童保育指導員とが

出向き、児童の状況を確認させていただ

いております。その中で一人の指導員で

複数の児童を見守ることで安全確保が可

能であると判断した場合には、そのよう

な形で指導員を配置させていただいてお

ります。

　支援の必要な児童に適切な指導員の配

置を行い、効率的な予算執行にもつながっ

てこのような減額になったものでござい

ます。

　続きまして、民族学校の就学援助につ

いてご答弁申し上げます。

　国における高等学校無償化制度の対象

とするかどうかという問題につきまして

は、このたび安倍首相の指示により、文
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部科学省において朝鮮学校は除外するも

のと決定されております。

　また、委員ご指摘のように政府として

の決定やまた核実験に対しての国連の安

全保障理事会で、中国も含めた全会一致

での決議がなされるなど、北朝鮮に対し

ては外交問題や国際問題として、大きく

取り上げられているところでございます。

　本制度につきましては、教育としての

権利に着目し、社会全体の発展に貢献し

ていただきたい、また将来の納税者とし

ての義務を果たしていただくという趣旨

でございます。教育委員会といたしまし

ては、このような観点も重要であるとの

ことから、このたび予算計上をお願いす

るものでございます。

○大澤千恵子委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　こども教育課に

かかわりますご質問にご答弁させていた

だきます。

　まず、１点目、こども会の魅力づくり、

楽しいこども会運営についてのご質問だ

と思いますけれども、地域で子どもたち

のためにさまざまな活動を行っておられ

ますけれども、こども会活動の特徴とい

うのは、やはり地域に根差した活動、地

域の子どもたちが地域の大人たちとまた

地域の違った年代の子どもたちと同じ活

動をする。こういったことがほかのスポー

ツ少年団であったり、クラブチームとは

違った魅力があると思います。

　そのよう中、こども会、委員おっしゃ

るように組織加入率というのは下がって

きているのが現状でございまして、２４

年２月にもアンケート調査を実施しまし

て、そこではやはり役員の苦悩の面が出

てたりとか、こども会をどのようにして

いったらいいかという悩みの声も多数あ

りました。

　その中でも、高学年の子どもさんに企

画運営を任すとか、子どもの目線に立っ

た企画をしていくであったり、役員一人

に負担がかからないように引き継ぎノー

トをつくって工夫をしているんやといっ

た意見を自分のところの活動に何か取り

入れることができないかといったことも

話をされてます。

　また、やはり役員のなり手、どうして

も１年交代、２年交代になって、今の行

事をこなすことに精いっぱいになってし

まって、長い目でとか、他団体との連携

をとりながらのこども会活動をどうして

いくんやというところまでなかなか余裕

がないというのが現状でございます。そ

ういったことから、役員会とは別組織の

こども会経験者の方であったりのご意見

をいただく場をつくろうといった体制も

今、こども会の中では進めておられます。

　そういったところで、長期的な視点な

りを考えたり、今の役員へのアドバイス

をしていただいたらいいんかなと思って

ます。

　また、２３年度からこども会、ＰＴＡ、

青少年指導員、こういった青少年健全育

成に携わっている団体が会議を持ってお

ります。青少年指導員やＰＴＡの役員を

されている方には、こども会も経験され

ている方も多数おられますので、そういっ

た方々からの意見もいただくとか、また

共働で何かできることとか、イベントを

統合しようとか、整理しようとか、そう

いったことも含めて役員の負担軽減とか、

こども会の活性化、何か事務局としても

力になる部分があれば、一緒に取り組ん

でいきたいと考えております。

　２点目の放課後子ども教室の件でござ

いますけれども、平成１６年度から放課

後子ども教室、摂津市ではわくわく広場

といった名称で取り組んでおります。こ

の場は、子どもの居場所、子どもの交流
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の場だけじゃなしに大人と子どもの交流

の場、また指導員同士の大人のコミュニ

ケーションの場としても定着してきてお

ります。２５年度には１０年目を迎える

こととなります。

　この間、事務局といたしましても、指

導者の方の安全マニュアルといったもの

をつくったり、健康管理、不審者対策、

緊急通報網、連絡網、こういったことを

確認、徹底しております。

　またわくわく広場の代表者会議ではい

ろんな意見を聞いて、それぞれの広場が

活性化するように意見交換をしておると

ころでございます。

　このわくわく広場は、放課後に子ども

たちが地域の方々と触れ合うといったと

ころで、なかなか学校で見せない表情で

あったり、言えないことを表現したりす

ることがあるということを聞きます。地

域のおっちゃん、おばちゃんが何かあっ

たんかとか、元気ないなとか、頑張って

いるかとか、いろんなことを声をかけて

あげることによって、子どもたちという

のはなかなか学校の先生に言えない部分

もそういった地域の方には言っていると

いったことも、リーダー会議の中では聞

いてます。

　そういったところで地域の皆さんが主

体の活動ですけれども、学校の子どもた

ちを支える活動として、今後も皆さん方

のご協力を得ながら、またより多くの方

に指導員として携わってもらえるように

我々も活動を支援し、取り組んでいきた

いと思っております。

　３点目は、地域子ども安全安心事業で

ございますけれども、こども教育課では

地域における子どもの安全安心というこ

とで、こども１１０番の家運動であった

り、子どもの安全見まもり隊といった取

り組みも行っております。その中では、

見守る保護者、大人と子どもとの顔の見

える関係づくりも大事なんですけれども、

セーフティパトロール隊、見まもり隊、

いろんな団体がございますが、大人同士

の横のつながり、横の顔の見える関係づ

くりも大事な部分やと思っております。

　２４年度に初めて行いましたけれども、

地域で防犯活動とか、子どもの見守り活

動にご尽力いただいている方々に集まっ

ていただきまして、研修会的なものも行

いました。その中ではセーフティパトロー

ル隊であったり、見まもり隊の方、交通

専従員、学校受付員、青パトの従事者の

方なり、合計８６名に参加していただき

ました。初めての取り組みであったんで

すけれども、一定、意味はあったのかな

と思っております。

　この取り組みを２５年度も引き続き充

実させるために２４年度と同様な研修会

であったり、各小学校区での情報共有で

あったり、情報交換会を事務局も一緒に

取り組んでいきたいと考えております。

　地域学校連携活動支援事業でございま

すけれども、これは各中学校区でＰＴＡ

や青少年指導員、老人クラブ、自治会等

が参画していただいております、すこや

かネットに対する活動を補助しているも

のでございます。各校区ではいろいろク

リーンウオークとか、カーニバル等いろ

んなことをやっておられます。今までやっ

てきた部分に加えまして、第五中学校区

になりますけど、すこやかネットスクー

ルといってイベントとはちょっと違うん

ですけれども豊かな心を育む教育、親学

習プログラムといった学習会的なものも

やっていただいていると聞いております。

　こういった活動はそれぞれの地域で考

えられて、自主的に行っておられます。

事務局といたしましても、こういった活

動を支援するために市としての全体会議
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の場を持っております。経費面の補助も

含めていろんな団体、各種の取り組みの

状況を情報提供することにより、中学校

区でのすこやかネットの取り組みを今後

も支援してまいりたいと考えております。

　補正の分で、社会教育指導嘱託員の報

酬の減額の点でございますけれども、社

会教育指導嘱託員は、わくわく広場や先

ほど言いましたすこやかネットの取り組

み等について従事をしております。当初、

水曜日を中心に週４日勤務で予定をして

おりましたけれども、わくわく広場の水

曜日の勤務も含めて週２日勤務で平成２

４年度については対応可能であったこと

から、週２日勤務といたしまして、報酬

額を半額とし、その分を減額しているも

のでございます。

○大澤千恵子委員長　布川次長。

○布川生涯学習部次長　文化スポーツ課

にかかわります３点について、ご答弁さ

せていただきます。

　ます、ヘルシータウンせっつ事業でご

ざいますが、市としての事業でございま

すので、文化スポーツ課、スポーツ関係

の担当課として関わらない、関係ないと

いうことではございません。もちろん我々

の仕事も同じような趣旨でもございます

ので、関わってまいりたいと思っており

ます。

　まず、この内容はよくご存じかと思い

ますが、この事業はコース上にあります

健康器具を使いながら、体操し、いろん

な文化財や公園などを回っていくという

事業でございます。そのコース設定につ

きまして、今、総合型地域スポーツクラ

ブのほうにも協力依頼されております。

　また、我々も総合型クラブとも関わり

を持っておりますので、情報交換、資料

提供等もいろいろあろうかと思いますの

で、協力していきたいと考えております。

　２点目の温水プールの接遇に対する苦

情かと思われますが、前回もご説明させ

ていただきましたが、水泳連盟とシルバー

人材センターが入っておりますので、昨

年も苦情やご意見等をいただきましたの

で、その都度内容については、水泳連盟、

シルバー人材センターのほうにも連絡さ

せていただきまして、その内容で特定で

きる方がいらっしゃった場合は、その方

に直接指導させていただいたり、先月は

全体研修という形で接遇研修をやってい

ただいた経過がございます。

　過去、接遇も含めてですけれども、対

応の悪い方を解雇したという経過もある

ように聞いております。接客業でもござ

いますので、そういう点からも改善に向

けてこれからも水泳連盟、シルバー人材

センターにも改めて申し入れをしていき

たいと考えております。

　それから、学校開放に絡みます２点で

ございます。

　小中学校の学校施設の開放でございま

すが、ご存じのように実施要綱等に基づ

いて開放を行っております。その講師謝

礼の部分でございますけれども、平成２

２年度からもお願いしておりますし、ご

通知申し上げてますが、交通費等常識を

超えない範囲でお願いするということで、

営利目的ではないと、もちろん営利を目

的とするような団体には許可をしており

ませんが、改めて注意を促しているとこ

ろでございます。

　会費の件ですけども、会費に関しまし

ても種目によって必要経費、消耗品とか、

使用機器材の問題もございますので、会

費の設定、統一というのがなかなか難し

いかと思います。

　いずれにいたしましても学校という教

育施設を使っての活動でございますので、

委員ご指摘のように営利活動と間違えな
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いような対策を今後とも検討していきた

いと考えております。よろしくお願いい

たします。

○大澤千恵子委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　再々度聞かせていただ

きたいことがありますので、またお願い

します。

　校務員の共同作業の件ですけど、今ま

で従来以外の仕事を変えていくという形

にしていかれる気持ちはないのかという

ことでお聞きしたんですけど、今さっき

のご答弁やったら、そのまんまのその落

ち葉拾いをみんなでやって、肥やしをつ

くるとかいうような話でね、そんなこと

なんですけど。

　だから、そういうふうに採用されたわ

けですから、やめていただくことはでき

ないにしても、その域を超えた、例えば

過去において給食調理員に関しても、やっ

ぱり職種替えをされたわけですね、そう

でしょう。だからそういうことを考えら

れないかということをお聞きしているん

ですよ。

　民間委託されたわけですから、従来の

給食調理員は要らんとされたわけですね、

職種替えを。だからそういう形のことを

もう一遍ご答弁いただきたいと思います。

　それから、ランドセルのことに関して

は、現実に本当にこのランドセルでよかっ

たのかというのは卒業のときに一応結論

が出るんですよね、新入生で来たときに

欲しいというのは当然ですやん、はっき

り言うて。色もこれがいいとかね、それ

は当然ですけど、やっぱり本当にこれは

このランドセルがよかったのか、またそ

れが代わりに体操服のほうがよかったの

か、また上履き、そういうシューズがよ

かったのか、そういうことは卒業すると

きに一つの大きな結論が出るわけですよ。

過程じゃなくて、始まりじゃなくて、始

まりがあれば終わりがあるわけであって

ね、そういう点でしっかりと、そういう

方々に対しての、そういうアンケートを

されるということですので、それでよろ

しくお願いしたいと思います。

　それから、２回目に質問するのを忘れ

たんですけど、国際理解教育推進事業に

ついて、答弁をお願いしたいと思います。

　それから、荒れた学校に関しては、そ

ういうことでしっかりともっともっと地

域と溶け込んでいって、さっきのわくわ

く広場とか、そういうこともありました

けど、それは小学校が中心だと思うんで

すけど、そういう形の地域の皆さんとと

もにできるような行事というのがあると

思うんです。地域主催の体育祭とかね、

そういうことに中学生が入ってくるとい

うのあるけど、学校側からね、逆に地域

の皆さんと一緒にしませんかというよう

なそういう行事も展開される必要がある

んじゃないか。やっぱり先生と、地域の

皆さんやら保護者との、やっぱりなじむ

ような機会、今はもう先生とＰＴＡの一

部ですよね。

　担任を持っている人は保護者ともあり

ますけど、そういうような話し合いの機

会とか、やっぱりいろんな議論をしていっ

たり。それなら、こういうことはどうし

たらいいんやろうとか、そういうことを、

こんなの言ったら非常に失礼かもしれへ

んけど、やっぱりしゃべってみんなで話

しとったら、それぞれの責任が生じるわ

けです。やっぱりそこで地域の人たちと

しゃべっとったら、ちょっと見なあかん

な、そういう子どもたちがおったら、ちょっ

とより一層、注目して見なあかんなとい

うような責任がやっぱり生じてくると思

うんです。言い方は悪いかもしれへんけ

ど、引っ張り込むといいますか。だから、

そういうようなことを学校がもっともっ
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と開放して、ややこしいこともあります

けど、変な者が入ってくるとかあるかも

しれませんけど、もっともっと開放して、

気軽に学校へ来て、例えば、校長先生が、

お忙しいとは思いますよ。ただ、そうい

う自治会の人らが入ってきたときに、気

軽にいろんなことを議論し合ったり、お

茶を飲みながらそういう話をしたり、そ

ういうことも必要やと思いますので。よ

り溶け込むような、今、言ったように、

「酒蔵」を、摂津国というような、一つ

の酒蔵じゃないんやけど、そういうもの

をつくるような、熟成させるような雰囲

気をつくるようなそういうことをお願い

したいなと、これも要望にしておきます

けど、ぜひともよろしくお願いしたいと

思います。

　それから、部活動の件ですけど、本当

に、日々の学校の指導ということで、先

生方が大変な状況となるのは、先ほどの

話にもあったように、それはわかるんで

すけど、やっぱりクラブというのは、授

業という教科も大切ですけど、やっぱり

クラブ活動の思い出というんか、皆さん

でも、クラブの思い出というのは多々あ

ると思うんですよね。文化系、体育会系

別にして。だから、そういう思い出の、

また、クラブの先輩、後輩のつながりが

一生続くというようなこともあるわけで

すね。私らもそうですわ。六十何ぼになっ

とる先輩が今でも直立不動で「おす」と

か言うこともありますわ。だから、そう

いう関係というのは、非常にみんな楽し

んでいるんです、逆に先輩、後輩を。だ

から、そういうことで、クラブの情操教

育といいますか、もちろん体力アップも

あるんですけど、情操教育にとって不可

欠な問題なので、より一層、そういうこ

とで活動を活発にして、振興相談員に、

そのチャンスを見出してそれを生かすと

いう方法をいろいろ議論していただきた

いと、これも要望にしておきますのでお

願いしたいと思います。

　それから、学力定着度の調査ですけど、

今、おっしゃったように、大阪府の平均

に向かって、これからも一生懸命頑張る

ということなので、非常にプレッシャー

を与えるというつもりはないんやけど、

やっぱり結果を出すことが大切なので。

南千里丘に新しいマンションがたくさん

できましたよね。あそこに誰か言うとっ

たんかな、高額の何千万円もするような

マンションやけど、若い人がぎょうさん

入ってきとると。ほんなら、やっぱり３，

０００万円、４，０００万円のお金を出

して若い夫婦が入ったというたら相当な

投資ですよね。７０歳までローンを払い

続けるとか。お金持ちの人は別ですよ、

普通の家庭やったらそういうことになり

ますよね。定年まで考えてそこまで払う

とか。そこまでのすごい投資をして、若

い夫婦が来たときに、摂津の学力の現状

を見たら、えらいこっちゃと言うて、そ

ういうことを思えへんかということです

わ。よく若い夫婦の方々が転出される一

つの理由の中でやっぱりあるんですよ、

現実に。ちょっと摂津の学校のレベル低

いわと言うて。私ら夫婦とも一応大学を

出ているから、それなりに教育をつけさ

せてやりたいんやけど、こんなんでは到

底行かれへんわ、塾に行かせてびっくり

してもうたと言うて。塾のそういう学力

のテストを見たら、うちの子なかなかえ

え成績やと思っとったんが、「えー」と

いうようなことやねん。子どもの将来の

ことを考えたら、ちょっと転出するわと

いうことが何人もおられたんです。高額

なマンションで３，０００万円、４，０

００万円のお金をつぎ込んで、定年まで

のローンを払いながら、摂津に対してこ
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こで骨をうずめるんやないんやけど、そ

ういうつもりで来はった人ですよ。だか

ら、そんな人の期待を裏切ることなく、

それはすぐにそんなことになる特効薬、

当然、特効薬の後に副作用もあるわけや

けど、そんなことは求めていませんけど。

やっぱりそれなりのレベルに行くという

ことは、当然、必要じゃないかというふ

うに思いますので、これも大変なことや

と思いますけど、何とかお願いしたいと

いうふうに、これは要望にしておきます

ので。

　それから、学校教育相談員のことです。

本当にだんだん学校の先生、非常に真面

目な方が多いでしょう、先生方というの

は。真面目なだけに、例えば、保護者の

皆さんからの要望とか、私らがちょっと

言ったことに対して、それを受けてしま

うというんですよね、学校の先生という

のは。それは学校の責任でしょうと言わ

れたら、ああ、そうやなと思い込んでし

まう。しかし、現実に見たら、学校の責

任じゃない、親の責任やないかというの

があるわけですよ、はっきり言うて。私

らも剣道を習いに来た子がしつけをちゃ

んとしてもらいたいと言うて、しつけは

親の責任でしょうと言うて。私は手助け

するだけであって、こんなものは根本的

に親がそんなものは家でするものやろう

というようなことでよくあるんですけど。

当然、道場に入ったときにはやっぱり安

全管理をせなあかんから相当厳しい指導

はしていかないとあかん。でも、それに

よって子どもたちが全てしつけがちゃん

となるかといったら、そんなものと違い

ますやんというて。家庭に、靴を並べな

さいと言っているのに、親がばっと靴を

ほったらかしていたら、やっぱり子ども

たちは親の背中を見て当然育っていくわ

けやし、我々の大人、そういう剣道じゃ

ないけど、我々の背中を見てやって育っ

ていくわけです。先日、群馬大学の片田

先生が言うてはったけど、横断歩道で手

を挙げなさいと言うてるけど、誰も大人

が挙げていないのに、何で子どもがそん

なことを守るねんというて。それと一緒

でやっぱり親の責任があるんですけど。

ただ、今、言ったように、それをどんど

んその責任を仕分けせなあかんのに、学

校の先生に言われたときに、学校の先生

がそうですねと受けてしまって、それが

どんどんプレッシャーというか、負担と

いうか、ストレスというか、そういうも

のがずっとうっせきして、そうなってき

たらだんだん視野が狭くなるということ

があるんですね。だから、それは、先生

方もよくそれは感じてはると思うので、

そういう点のいろんな知恵を絞りながら、

いろんな的確な指導をされていると思う

んですけど、やっぱりいろんな方々の意

見を聞きながら、いろんな方々の知恵を

借りながら、そういうことを指導してい

ただきたい、これも要望にしておきます。

　それから、副読本の件です。若狭課長

がおっしゃったように、そういう形で、

新しいものが出たら新しいものに従って

やってもらわなあかんので。古いものを

わざわざ持ってきて、そういう形でそれ

を使うというのは、歴史的資料として使

うんやったら別よ。それを使って授業す

るというのは、この時代にマッチしない

というか。自分の思想、信条を満たすた

めにやったらええかもしれんけど。そう

いうようなことで、過去の副読本を出す

ということに関しては、やっぱりそれは

しないようにという指示を出してもらわ

なあかんと。常識ですやん、そんな３０

年前の教科書で授業されたらどないやと

いうことですわ、かないまへんやろ、そ

んなことされたら。だから、そういうよ
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うなことで、現在の副読本をもっと使っ

て、今の時代にマッチしたことをしっか

りと教えるということを根本にやってい

ただきたい。これも要望にしておきます。

　それから、民族学校の件です。さっき

も言うたように、この国は、我々の常識

の国とは違う国であって、納税者は我々

の一員という形で、今後、社会に貢献し

てもらうと言うとるけど、社会の貢献と

いうのは別にして、我々は、日本人と一

緒ではなく、ちょっと違うんやというこ

とで、朝鮮民主主義人民共和国に忠誠を

誓っているようなことでその学校に通っ

ているわけですから。そういう形の指示

を受けながら、そういう教育を受けなが

ら、その学校に通っているわけやから。

あなた方の思惑とは全然違う思惑で、そ

の学校に通っているわけです。これは全

体で話し合いをされたと思うんですけど。

聞くところによりますと、堺市はそれで

就学援助をやめたらしいですね。何でか

というたら私が言うとるような理屈で、

堺市はやめた。それで、大阪の北摂だけ

がそれを一生懸命頑張ってやっとるんで

す。何か北摂で、「みんなで渡れば怖く

ない」、そういう意味じゃないとは思う

んですけど、北摂が統一してそんなこと

をやっとる。だから、堺市は何でやめた

ということですわ。だから、そういうこ

とになってきたら、今、言ったように、

そういうさまざまな社会状況とか、それ

に鑑みてということで堺市はやめたのに、

摂津市が何でやるという強力な理由が、

私の納得する理由が浮かばへんのですよ。

その辺もう一遍ご答弁いただきたいなと

思います。

　それから、こども会の件です。非常に、

小林課長も共通の意識は多分持ってはる

と思うんですね。一生懸命何とかこども

会を活性化せなあかんという気持ちで。

しかし、時代の流れやら、いろんな社会

情勢、それから地域の意識において、だ

んだんそういうふうになっていくという

のは、多分非常に忍びがたいものがある

というふうに思うんです。ちょっと発想

の転換が要るんじゃないかと思うんです。

従来の方程式的な、もしか衰退しとるか

ら、いろんな人のアドバイスを受けると

いうような方程式だけと違って、何か根

本的なことを一つ考えていかないといか

ん。例えば、今、おっしゃったように、

これはＯＢやらそういう人らに聞いたら、

こんなのは極端な例ですよ、嫁姑じゃな

いんやけど、私らのときはちゃんとやっ

とったのに何やの今のは、というような

ことが言われることが多々あるんです。

それが逆に、今こども会の活動しとる人

にごっつい負担になるんです。

　私らのときは土・日曜日に一生懸命出

て、いっぱいいろんなチームをつくって、

試合もいっぱいさせて、いろんなことやっ

とるのに、今は手抜きと違うか、という

ようなことになる可能性もあるんですよ。

だから、そういうちょっと発想を転換す

る、私もそれは当然考えていきますけど、

発想を転換することを、さっきも言うた

ように、親と子どもたちが一緒に遊ぶよ

うなことを、また、本当に、レクリエー

ションじゃないけど、どこかそういうよ

うなハイキングじゃないけど、そういう

ところへ行くとか、さまざまなことを、

いろんな団体がそれに対して、子どもた

ちに対して投げかけをやったり、主催し

たりやっていますけど。何かそういう発

想を変えるようなことがないとちょっと

難しいと思います。これもともに小林課

長、これから考えていきましょうや。こ

れは要望にしておきます。

　それから、放課後子ども教室推進事業、

地域子ども安全安心事業、地域学校連携
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活動支援事業、こういうことも踏まえて

ですけど、一緒に考えていくことも必要

やと思いますので、これも結構です。

　スポーツ教室振興事業に関して、ヘル

シータウンせっつの件もよくわかりまし

た。協力してやっていかれたらええと思

いますので、よろしくお願いします。

　それから、温水プールの利用ですけど、

解雇された方もおられるということなの

で。やっぱり、ある程度、文化スポーツ

課が任せっきりじゃなくて関与して、温

水プールにアンケート用紙を置いていま

すか。例えば、スポーツクラブとかいろ

んな施設というのは、大概、アンケート

用紙を置いているんです。それで、結局、

この施設に対して要望はありますか、指

導員の指導の仕方、管理の仕方はいいで

すかというようなこと、大概の施設はア

ンケート用紙を置いているんです。そう

いうものを置いて、絶えず情報収集しと

かないと。私らに指摘されて、せなあか

んというのは、やっぱり不本意でしょう。

やっぱり自己で改善していってやるとい

うことをせんと。やっぱりこれは仕事と

してやってはるんやったら、そのぐらい

の感度を持って対応してもらうことが必

要やと思うので、その点を再度ご答弁お

願いしたいと思います。

　それから、学校施設開放事業です。一

遍、監査じゃないんやけど、やっぱりそ

の日々のお金の出し入れ、当然、それぞ

れの施設がやってはりますわね。それを

やっぱり１年に１回ぐらい、それなりに、

そういうクラブ内では監査しとる人が当

然おると思うんですけど、それを貸して

いる施設の責任者として、それを的確に、

そういうお金の使い方をしとるかどうか

ということをしっかりと見る必要がある

と思うんです。書きようによっては何ぼ

でも書けるわけですから。善意として物

事を考えてはるのはわかるんですけど、

そういう点のことを、そういうお考えが

ないか一遍お聞かせ願いたいと思います。

　それから、卒業式、入学式の件です。

答弁が漏れておったんですけど、やっぱ

り学校の先生方は歌っていない、子ども

たちは歌を歌っていないです。君が代な

んだけど、従来、私らが君が代の国歌を

聞くときと比べ、リズム感があるようで

速い。最初に１回目前奏を流して、２回

目から歌うというような、一つの我々は

そういうふうな形の国歌斉唱のルールが

実際あるように思われますけど。何かあ

れやったら、流れとるリズムから、ちょっ

と違う感じがするんです。それと、歌っ

ていないというのは、国歌斉唱ですやん、

さっきも言うたように、口ぱくを見ると

いうのは品のないことですけど、それは

それなりにやっぱりきっちりと先生方に

歌ってもらわないと。

　それと小学校の音楽の授業で、この学

校は６回、この学校は１回とか、教えて

いる回数の違いがあるということ自体、

これがおかしいやん。摂津市の学校であ

るんやったら、それなりにきちっとした

全てにおいて、子どもたちに平等に教育

を受ける義務があるわけでしょう、受け

る権利もあるわけです。それが学校によっ

てばらばらとか、この学校はちゃんと歌っ

ているけど、この学校は歌っていないと

いうようなことは、教えていないという

ような授業がね。それは不公平ですよ。

その点をご答弁お願いしたいと思います。

　それから、ルールにのっとって、座っ

てはる人とか立ってはる人がおるという

こと、それを把握されていないというこ

となんですけど、今後、そういう点の調

査をして、それに対応されるんか、泉佐

野市みたいなことをしはるのかどうか、

私がどうこう言う気はないので、そちら
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の意見をお聞きしたいと思います。

　それから、体罰の定義、これは本当に

難しいということを言われて、懲戒と体

罰と。懲戒というのがあるので、私もあ

んまり耳なれない言葉なんですけど。こ

の前、僕、本会議でも言うとったんです

けど、福島へ行ってきた。その福島とか、

あの辺には什の掟というのがある。その

中に、最終的なことは、ならぬものはな

らぬであります、八重の桜かな、今やっ

ている。これは、九州の薩摩の郷中とい

うのがあるんですね。その教育にもある

んですよ。資料がありますけどね。現実

にあの内容を見とったら、みだりに外で

ご婦人と話してはなりませぬといったら、

そんなことは時代錯誤ですけど。しかし、

会津というのは、そういう気風があって、

何か知らんけど、我々行った人間にもぴ

りっとするような一つの気風があるんで

すね。これもええ「酒蔵」があるんと違

うかなと思うんですよ、その会津という

「酒蔵」が。その会津でも１０年前は、

本会議でも言いましたように、ちょっと

荒れたときがあったと。それで、あいづっ

こ宣言というて、わかりやすい言葉に変

えていったんですね。１番目は人をいた

わります。朝、これを子どもたちが唱え

ているらしいんですね。２番目はありが

とう、ごめんなさいを言います。それか

ら、３番目は我慢します。４番目はひきょ

うな振る舞いをしません。それから、５

番目は会津を誇り、年上を敬います。６

番目は夢に向かって頑張ります。それで、

番外ですけど、これは必ず言うこと、最

後に言うことは、やってはならぬ、やら

ねばならぬ、ならぬことはなりませぬ、

こう言うらしいんです。

　それで、この前、本会議でも言いまし

たように、市長の人間基礎教育を実践す

るには一番のこういうことを、例えば、

摂津っ子宣言をやられるという、一遍そ

れを議論してみますということをご答弁

いただいたと思うんです。やっぱり小学

校１年生に入ったときに、摂津っ子宣言

をして、いじめはだめです、弱いものい

じめはしませんとか、ひきょうなまねは

しませんとか、そういうことを一生懸命

唱えとったら、おのずとインプットされ

るというか、心根がインプットされてい

く。現実にあいづっこ宣言をやって、会

津はやっぱりまた静かになっていったら

しいです。だから、私らが行ったときの

空気が違うというのはそういうこともあっ

たと思うんですけど。やっぱりそういう

一つの、直接物理的な方法で、直接その

ことに関して対応するというのがありま

すけど、やっぱり、さっきも言いました

ように、気風を変えていく、そういう意

味からおいても、摂津っ子宣言じゃない

けど、それを早急にみんなで研究して、

市長がおっしゃる人間基礎教育を本当に

実践という意味で、節約とか挨拶とか五

つのものがありましたよね。それを一つ

一つ摂津っ子宣言に入れて、現実にして

いくということが必要ではないかと思い

ますので。今、言ったように、いじめ対

策という意味からも、そういうのが必要

ではないかというふうに思うんですが、

教育長にそういうことでお考えをお聞き

したいと思います。

　それから、補正のほうに行きたいと思

います。ほとんど内容はよくわかりまし

た。一つだけ聞きたいのは、英語指導助

手派遣業務委託料はえらい安く済んだと

いうけど、今まで何やったんかというこ

とですわ。えらい高いものを吹っかけら

れてましたんやな、それやったら。過去

において、えらい安いところが見つかっ

たというけど、それはあなた方の調査の

不足と違いますか。こんな値段が違うと
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いうのは。ましてや、値段が違う分、現

実に中身がどうかということになったり、

そういうこともあるので、その辺もう一

遍ご答弁いただきたいと思うんです。

　以上で、３回目の質問を終わります。

○大澤千恵子委員長　渡辺委員、国際理

解教育推進事業の件は、１回目の答弁で

ＡＬＴ等の説明がありましたけど、もう

一度ということでよろしいですか。

○渡辺慎吾委員　そうです。

○大澤千恵子委員長　わかりました。暫

時休憩します。

（午前１１時５５分　休憩）

（午後　０時５９分　再開）

○大澤千恵子委員長　再開します。

　布川次長。

○布川生涯学習部次長　文化スポーツ課

に係ります２点についてご答弁させてい

ただきます。

　まず、温水プールでのアンケート用紙

の設置云々というお話があったかと思い

ますが、向こうではアンケート用紙回収

ではなく、ご意見箱という形で設置して

いただいております。中に入れていただ

くのは、数は余り多くないようでござい

ますけども、教室の運営、一般開放の運

営、それから、先ほどから問題が出てお

ります接遇、対応等についてもいろんな

ご意見が書かれているということで、そ

の内容について、すぐさま対応できるも

のはすぐ対応させていただく。あと、制

度の問題、費用の問題等はまたこちらの

ほうにご相談いただくという形で、プー

ルは運営させていただいております。

　それと、学校開放の件でございますが、

学校施設は約百七十ぐらいの団体が各学

校の施設開放運営委員会に登録していた

だいております。運営に関しましては、

ご存じのように、講師、コーチまたは指

導者に対して、指導料を支払わないとい

うことについて通知し、指導しておりま

す。今後は全ての団体について、委員ご

提案の監査等を行うことは難しいかと思

いますが、不適切な利用が疑われる団体

につきましては、施設管理者として随時

指導してまいりたいと考えております。

○大澤千恵子委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　学校校務員についての

ご質問でございますけども、１回目のお

答えと繰り返しになりますが、学校校務

員につきましても、職種任用替えの対象

となっており、昨年度に引き続き本年度

もその試験が実施されました。この職種

任用替えの試験につきましては、決して

強制するものではなく、みずからエント

リーして受験していただくものでござい

ます。合格した場合には、現業職員につ

きましては、その補充は行わないという

考えであり、その結果、民間委託へと移

行されていくものと考えております。し

たがいまして、職種任用替え試験実施に

ついて、第４次行革にも掲げられており、

また、校務員業務につきましても同様に、

委託の方向での指示が掲げられておりま

すことから、今後の退職者の状況と職種

任用替え試験実施の合格者を見ていく中

で民間委託に移行してまいりたいと考え

ております。

○大澤千恵子委員長　若狭課長。

○若狭教育政策課長　まず、１点目は、

国際理解教育推進事業の内容でございま

す。本事業は大きく二つの柱で進めてお

りますが、一つ目が、社会人講師派遣に

伴う講師報償費でございます。国際理解

教育に関する社会人を小中学校に派遣い

たしまして、総合的な学習の時間等の国

際理解教育、これにおいて、韓国、朝鮮、

中国、ブラジル、こういったあたりの講

師を派遣しております。

　それから、阪大の国際理解教育プログ
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ラムを活用した阪大留学生との交流、カ

ナダ、フランス、中国、タイ等の留学生

と交流することで、外国語活動あるいは

英語科で学んだことも発表する、そうし

た授業も行っております。

　また、市の国際交流協会の国際理解教

育ふれあい体験学習で、スリランカ、フ

ランス、インドネシア、ブラジル、フィ

リピンなどからの講師も招いております。

これが、社会人講師に係る国際理解教育

の半分で、もう一つが、ＡＬＴ、英語指

導助手の派遣でございます。こちらのほ

うは７００万円ほどかかっている委託料

でございますが、中学校は英語科の教員

とのチームティーチングで、生の英語を

使う時間をふやすということですね。小

学校は学級担任との主なチームティーチ

ングとなりますが、こちらでも外国語活

動でＡＬＴ、英語指導助手の活用を行っ

ております。

　それから、２点目、卒業式での教員の

国歌の斉唱状況が悪いのではないかとい

うご指摘でございますが、これは、校長

会、教頭会でも児童・生徒を指導する立

場からも、教員はその見本としてしっか

り歌うようにと指導しておりますので、

それが不十分な状況であると。私どもも

独自に確認いたしまして、声が小さいと

いうことも聞いておりましたので、これ

は指導を引き続き行っていきたいと思っ

ております。

　次に、小学校の国歌の授業時数に差が

あるということなんですけど、明確な、

何回授業で指導しなさいということはご

ざいません。学習指導要領では歌えるよ

うにということですので、歌えるように

なるように、各校で年間指導計画に基づ

いて実施しているところだと把握してお

ります。時数はやはり５、６年生、高学

年が３時間から４時間と多くなっており

ます。１年生、２年生の指導時数１時間

から２時間ということでございますが、

そんなに各校差があるわけではございま

せん。卒業式の練習、それから、予行等

でも国歌の練習は行うと把握しておりま

す。

　それから、参加者の国歌斉唱時の不起

立の問題でございますが、私がそういう

状況を把握できておりませんでしたので、

式進行に影響がないのかどうか、妨げと

なっていないかという意味で把握したい

と申し上げました。改めて、こちら側か

らそのような調査を行う趣旨で申し上げ

たわけではございません。どのような状

況なのか、これは直接確認して把握に努

めたいなと。ただ、教職員の起立と違い

まして、職務としてこれを行っているわ

けではございませんので、来賓、保護者

も含めて起立がない状況については、主

催者は学校でありますので、進行にはご

協力をお願いするといった程度の呼びか

けしかできないと思っております。

　最後に、英語指導助手の委託の件でご

ざいますが、この業者は、昨年は参加し

ておりませんでしたが、過去に本市の英

語指導助手の委託には参加しております。

２４年度にそれ以前に比べて１００万円

近く下げてきましたので、その業者の額

が非常に低くなり、今年度の予算から見

れば、かなり不用額が出てきたというこ

とでございます。過去数年調べましたけ

れど、不用額がこんなに大きかった年は

今年度が初めてでございまして、そこは

財政課とも相談して、来年度予算に反映

して減額したということでございます。

○大澤千恵子委員長　登阪部長。

○登阪教育総務部長　それでは、民族学

校の生徒・児童に対する就学援助につい

て、私のほうからご答弁申し上げます。

　本市における制度につきましては、先
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ほど来、課長からもご答弁申し上げてお

りますように、朝鮮学校への補助ではな

く、あくまで個人に対するものでありま

して、人間として成長し、社会全体に対

する貢献をしていただくという観点から

実施しております。しかし、委員ご指摘

のように、北朝鮮に対する批判は世界的

な流れとなっておりまして、今日の社会

状況の変化と本事業の趣旨との整合性を

どのように考えるかにつきましては、本

年２月の教育委員会定例会におきまして

も、今日の状況をご説明し、各委員のご

意見もお聞きし、議論していただいたと

ころでございます。その際、委員会とい

たしましては、現時点では、制度の趣旨

は理解できるが、今後も北朝鮮をめぐる

状況を見ながら、引き続き議論していく

必要があるとのご意見をいただいており

ます。今後とも、教育委員会議におきま

して、さらに議論を深めてまいりたいと

考えておりますので、よろしくお願いい

たします。

○大澤千恵子委員長　和島教育長。

○和島教育長　ご質問のいじめ、体罰の

問題は、心の教育と深くかかわるもので

ございます。その意味から言いまして、

本市がまちづくりの大きな柱の一つに掲

げております人間基礎教育の徹底を今後

一層進めてまいる必要があると考えてお

ります。

　人間基礎教育の具体的な実践の一つと

して、委員からご提案いただいておりま

す「摂津っ子宣言」につきましては、代

表質問においてもご答弁申し上げており

ますが、子どもたちにとってわかりやす

い手だてと考えており、また、市民全体

で共有する必要もあることから、市長部

局とも連携しながら、今後、導入に向け

て検討してまいりたいと考えております。

○大澤千恵子委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　ほぼ、ご答弁は理解で

きました。校務員のことに関しましては、

そういう形で進めていただきたいと思い

ますのでよろしくお願いします。

　それから、入学式、卒業式です。これ

も私が議員になったときからずっと言う

とって、二十数年間そういうことをずっ

と言い続けています。一部そういう形の

意向で改善された点もありますけど、こ

れは、学校という一つの教育機関ですよ

ね。だから、そこで決められたことを守

る、守らないという議論が続いて、それ

に従わない先生がいてはって、そのよう

な状況が続くということが、さっきの話

じゃないけど、やっぱり子どもたちにそ

ういうものが伝染するんじゃないけど、

そんなもの先生も何やねんということに

なってきたときに、どういうふうに言い

わけするかですよね。だから、決まりを

守れと言うてはる先生がそのような状況

で、ほとんど歌を歌わない。本来は、言

われたように、こういうことは当然、自

然発生的になることであって、強制する

べきではないというようなことは私も理

解できるんですよ。しかし、一つのイデ

オロギー的なものがあって、さっきも言っ

たように、教育現場でプチ文化大革命を

起こして、そこで紅衛兵的な先生がいて

はって、そういう残存勢力がまだそうい

うふうな抵抗をするんやったら、これは

ぐあい悪いんと違うかなということで、

文科省もそれぞれの都道府県の委員会も

こういう形になってきたわけであって。

それでも、あくまでもそういうことに従

わないということだったら、これは毎日

このシーズンになったころに新聞に出て

ますやんか。各地域で起立やとか処分を

受けたとか何とかいって。そんなことが、

学校の現場で行われとることが、非常に

世間の目に知れたときに、さっきも言う
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たように、そんなんやったら先生に協力

せんとこうかとか、そんなことまだ言う

てるのかとか、今、言ったように、協力

が得られないわけですよ。これとそれと

は別やというけど、受け取るほうはそう

じゃないわけであって。

　だから、そういう点の、今、言ったよ

うに、我々地域の人間やら、その辺の地

域の議員も含めて、それから、地域の人

らも見とるから、責任は当然やっぱり負

わないといかんと。子どもたちを熟成、

育てていくという観点で責任を負わない

かんということになってきたら、これは

先生もやってもらわなあかん、最低限の

責任はきちんとやってもらわなあかんと

いうこともあるわけでしょう、これは。

それがあってこそみんなが一つになって

やるわけであって、思想、信条を変えろ

とかそんなことは言っていないですけど、

決まり事を守れということがおかしいの

かなと、私自身が。そんなことはないと

思いますわ。大概、しばらくの間こんな

質問せんかったでしょう。それは、皆さ

んに対して、ある程度一定の期間を持っ

て、ちょっと静かに見ておこうという気

持ちがあってこそだったんだけど、それ

をええことに、そのままずっと、教育次

長が校門に国旗を立てられたというのは、

それはそれなりに評価しますとは、さっ

き言いましたけど。

　ただ、それをそのまま継続しとるよう

な状況やったら、これはやっぱりぐあい

悪いですよね。だから、そういう面から、

これは強く指導してもらいたい、もっと

もっとより一層強く指導してもらいたい、

そのように思います。今、言ったように、

マナーの問題というのは、これは個人の、

やっぱりいろんなものがあると思うから、

そこから先は言いませんけど、当然、招

待されて、招待された人がルールを守る

というのは、これは一つのマナーであり

エチケットですわな。さっきも言ったよ

うに、ブラックタイで来てください、夜

会やからタキシードを着てください、叙

勲の祝いやから、皇居へ行くとき、ホワ

イトタイをしてください、そういうルー

ルというのは必ず世の中にあるわけであっ

て。お葬式に行くのにジャージを着てい

く人は誰もおらへんわけですわ。だから、

そういう一つのマナーというのは、子ど

もの教育上やっぱり必要や。それで、私、

そんなの自由やんかといって、私は私の

考え方があるから、こんなことに対して、

こんなルールを守る必要ないというよう

なことは、これはマナーにとって違反や

な。これを世の中みんなが言い出したら

どうするの。個々のことを言い出したら、

社会自体の一定のマナーとかルールを守

られへんようになってきたら、やっぱり

ぐあい悪いわな。そういう点のことをやっ

ぱりそちらから、泉佐野市みたいにそれ

を招かへんというようなことをせいとは

私は言いませんけど。ただ、そういう点

のマナーを守ってくださいということは

きちっと卒業式、入学式のとき、さまざ

まな行事のときに、来賓を招待するとき

には、その辺はきちっと言うべきという

ふうに私は思いますので、その辺を要望

しておきます。

　それから、温水プールの件です。ご意

見箱という形でされとるということなん

ですけど、その内容を布川次長は見たこ

とはありますか。市民からの投書をあな

たや部長なりが見て、そのことに関して

把握されていますか。今、言ったように、

私が言いたいのは、任せたら任せっきり

やということ。私が質問したら、それを

一方的に受けて、ただ通過的にこういう

ことになっとるから、ちゃんとせえよ、

それだけではあかんということなんです。
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私が質問するのは、問題提起しとるわけ

ですから、その問題について、さまざま

な、例えば、会議なりミーティングなり、

それから一定の結論なり、改善の指針な

り、それに対しての結果なりをしっかり

とやってもらわなあかんということなん

ですわ、私は。それが見えてこなかった

ら、どうやねんというふうになるわけで

す。だから、おっしゃるように、そうい

う意見箱が、さっきそれやったらそれな

りに、やっぱり、いや、それはちゃんと

ありますねんと言って、会議の休憩に入っ

たときに口頭で言えるわけでしょう。そ

れで、実際そうなってきたら、全然知ら

んかったということになるわけですよね、

それを言うてなかったら。

　それで、それやったら、その内容を把

握されて、皆さんが一緒になってまたそ

れを分析しとるかということです。これ

はほかの施設でもそうですわ、図書館で

も何でも、そうですわ。もう、指定管理

者制度で任せとったらそれでええかとい

う問題と違うわけですわ。絶えず関心を

持って、その動向を見ておかないとあか

んわけですよ。そういう点で、再度その

ことの関してご答弁いただきたいと思い

ます。

　それから、学校施設開放です。例えば、

疑わしきものは調べないとあかんという

のは、疑わしきものとは何ぞやというこ

とになるわけですけど、ある一定、定期

的にどのような出し入れになっとるのか、

そういうことを、貸すほうは書類を提出

してもらって、一定の流れというか、そ

ういうことを把握するということは必要

だと思うんです。そこで、さっきの話じゃ

ないんやけど、貸しているからそれはお

のおの常識の内でやってくださいという

ような問題と違って、やっぱり多くの市

民に心地よくその施設を使ってもらわな

いとあかん必要があるわけであって、そ

ういうことに関して、絶えず、やっぱり

学校側もそうやけど、関心を持つという

ことが必要やというふうに思うんです。

だから、そういう点、やっぱり定期的に

そういうものを調べたり、提出してもら

うようなことをするべきと思うんですけ

ど、難しいというのはどういうことで難

しいのかわからんから、その辺のご答弁

をいただきたいと思います。

　それから、国際理解教育推進事業はよ

くわかりましたので、結構です。

　民族学校の就学援助の件です。我々の

思っている一つの常識が通じない国とい

うのは、皆さん周知のとおりやと思いま

す。だから、今、言ったように、それは

それ、これはあれというようなことでは

理解できない国なんですわ。だから、頭

の先から足の先まで一つの意志があって、

全部同じような方向で動いているという

ような、そういうような国のあり方です

よね。その一つの海外機関として朝鮮総

連があり、それから朝鮮学校があるわけ

であって、その中で個人とかそれから団

体とかいう問題じゃないのがあの国のあ

りようですわ。その中で、これはぐあい

悪いということで、堺市はそういうこと

でやめはったわけであって。だから、そ

の辺のきちっとした知識を得た上でのやっ

ぱり教育委員会の議論が必要だと思いま

す。このたびは、そういう形でまだ、今

年度は別にして、やっぱりもっともっと

そういうような、安易に、安易といった

ら失礼かもしれんけど、過去からそうい

うことになっとるからええやないかとい

うことを引き継ぐんではなくて、いろん

な状況とか情勢というのを一つの資料と

して出して、教育委員会というのは本来

そういう形ですよね。それは一番的確な、

一番新しい情報を得ながら、子どもたち、
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さまざまな教育に関することを議論して

いくのが教育委員会であって、そういう

ことをしっかりとやってもらうように、

これは要望にしておきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

　それから、摂津っ子宣言について、代

表質問で同じことを質問して非常に申し

わけなかったと思うんですけど、ええこ

とはみんなで頑張ってやりましょうとい

う気持ちで私はおるんで、その辺に関し

てそういう摂津っ子宣言に向けて取り組

んでいただけるということなんで、それ

は非常に私も何とか協力できるように、

ともにやっぱりええものをつくっていき

たいというふうに思いますので、これは

ぜひともお願いします。要望しておきた

いと思います。

○大澤千恵子委員長　布川次長。

○布川生涯学習部次長　文化スポーツ課

にかかわります２点についてご答弁させ

ていただきます。

　まず、温水プールのアンケート箱とい

うことで、最初に聞かせていただきまし

て、私がアンケートという部分だけにひっ

かかりまして、催し等でやっております

ようなアンケートのイメージをすぐ持っ

てしまったものですから、そういう形式

で意見聴取をしていたかなという、そう

いう勘違いをしておりましたので、その

点、すぐご返事できなかったということ

で、おわび申し上げておきます。

　それと、投書していただいた内容につ

いて、先ほど申し上げたとおりでござい

ますが、クレーム等がありましたら、毎

月、水泳連盟のほうから業務報告で状況

をお知らせいただいています。また、も

のによってはクレームの内容、それから、

そのコピー等を一緒につけていただくこ

ともございますので、内容については一

定把握しておるつもりでございます。

　それから、学校開放の件でございます

が、定期的に調べる書類監査したらどう

かというお話でございますが、書類監査、

百七十ほどの団体がございますので、ま

ず、全部一斉にするというのはなかなか

難しいかと思いますし、基本的には、善

人説といいますか、しっかり使っていた

だいているという前提でやっております。

書類内容と実態というのも随分と離れて

いることもあろうかと思いますし、適切

な書類だけでチェックするというのも方

法ではありますけども、委員が一番心配

されている内容について、いかに正確に

把握できるかという点のほうが一番大事

かと思いますし、その方法について今後、

検討していきたいと考えております。

○大澤千恵子委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　ちゃんと仕事をしては

るとは思うんですけど、私としては、今、

言ったように、ぱっと言ったらぱっと答

えられるようにしとってもらわないとぐ

あい悪いわけであって。それがどうして

もできないというなら、どうしてもそこ

で、情報が行かない、その間に詰まった

部分があるということで思いますので、

そういう点は以後しっかりと情報収集し

ていただきたいと思います。

　それから、布川次長、学校施設開放の

件は何回も質問してます。今後、そうい

うものに対しては、ないような手だてを

考えるのではぐあい悪いわけですよ。も

う、俺、これは何回も質問しとるねんか

ら。今まで質問したその間なんかは考え

ていないということやん。だから、そう

いう細かいことかもしれんけど、結局、

これは議会軽視やで。初めてのことと違

うで、これ。初めてやったら、そうやっ

て言うたらええと思う。あなたも答弁で

言うとるやん、何回も同じことやという

こと言うとるやん。それは何でかという
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たら、私は今、言ったように、出した結

果をしっかりと聞くために、わしはこれ

を質問しとるねん、そうでしょう。そう

やったら、その間一体どうなっとるんや

ということや、これ。どんな議論したか、

どんなことをやったかということを聞き

たいがために俺は言うとるわけや。それ

が今後やりますというようなことやった

ら、ほんなら何のための議論やというこ

とになるわけや、これは、違いますか、

次長。そうでしょう。この委員会で話し

をすることは、どういうふうに捉えられ

ているねん。ほんなら、ずっとこれから

質問することに対して、今後、頑張りま

す、今後、やりますと言うて、もう業を

煮やすことがたくさんあるわけです。さっ

きの卒業式、入学式の国旗、国歌のこと

でもそうやけど。委員長、ちょっと休憩

してくれますか。

○大澤千恵子委員長　一応、前回の質問

から今回の質問までの間にどういう議論

をされたのか、また、検討されたのかと

いうことも含めて経緯を精査していただ

くということで、暫時休憩します。

（午後１時２７分　休憩）

（午後２時　２分　再開）

○大澤千恵子委員長　再開します。

　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　学校施設の開放に

ついてお答えいたします。学校施設につ

いては、営利活動に利用してはならない

ことになっております。これまでに委員

からは、学校開放に係る会費等について

調査し、基準を設けるようご質問をいた

だいておりました。この間、各利用団体

に会費等について調査いたしましたとこ

ろ、一部の団体で、会費を徴収し運営さ

れておりました。この調査について、報

告が遅れましたことをおわび申し上げま

す。

　この会費の中に謝礼が含まれているケー

スも考えられますので、調査し、基準等

について検討し、報告させていただきま

す。

○大澤千恵子委員長　渡辺委員の質問が

終わりました。

　柴田委員。

○柴田繁勝委員　それでは、先日とそし

てまたきょうと文教常任委員から多くの

質問をされましたので、私も重複すると

ころもあるかと思いますけれども、でき

るだけまとめて質問したいと思います。

以前に答えられたところがあったら、ま

たそれはそれなりの判断をしていただい

て結構かと思います。

　私の場合、今回の質問させていただく

に当たりまして、予算概要、そしてまた、

この当初予算などの数字などをずっと見

せていただきました。こうした主要事業

の中で、教育委員会の文教常任委員会所

管の予算が非常に盛りだくさんといいま

すか、多くとっていただいているように

思いますので、摂津市も厳しい財政事情

の中で、教育にかける力といいますか、

エネルギーというものをこういう予算か

らも少し感じられるわけであります。そ

ういう予算を使って、これからの摂津市

の教育を皆さんが一体となって頑張って

いいものにしていくという観点から、こ

の当初の２５年度の予算が始まっていく

んだろうと思うんです。そこで、少し個々

にわたりましてお尋ねします。

　まず、一つ目は、予算概要１２４ペー

ジ、学童保育室施設整備事業、５，７１

０万円と計上されております。これは、

先般もこれに対するご質問もあったよう

に思いますが、このことによって、学童

保育の実態がどのように向上するのかと

いうことを、もう少し具体的に、数字は

ともかくとして、考え方を教えていただ
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きたいと思います。

　それから、２番目、予算概要５０ペー

ジで、民間保育所施設整備補助事業、こ

れはひまわり保育園の建て替えというこ

とで予算があがっております。

　その次に、民間保育所入所承諾事業と

いうのが、これは正雀愛育園と摂津ひか

りにこにこ保育園の定員拡大を含め、予

算が大きな予算があがっておりますが、

私、同じ民間保育所の施設整備補助事業

と入所承諾事業とどういうふうに分かれ

ているのかというのがわかりにくかった

ので教えていただきたいと思います。

　それから、次に、５６ページ、母子家

庭自立支援事業で、５２８万６，０００

円を組んでいただいておりますけれども、

これについても内容を教えてください。

それで、これは最近、母子家庭じゃなし

に父子家庭も含めて自立支援ということ

が、よく問題になりますが、その辺もあ

わせて教えていただきたい思います。

　それから、次に５番目ですけど、せっ

つ生涯学習大学事業というところの講座

などもあります。このことによって非常

にいろいろとせっつ生涯学習大学などを

出られて、それなりの新しい活動をされ

ているということも聞いておりますけれ

ども、ことしこの学習で何かこの間見学

だとか、何とかというようなご答弁もあっ

たように思うんですが、この生涯学習事

業を推進していく、講座を持っていく中

で、将来の生きがいをどのように高めて

いこうと考えておられるのかということ

を聞かせていただきたいと思います。

　それから、次に適応指導教室事業です。

これについても、どんな事業なのか教え

ていただきたいと思います。

　それから、小中一貫教育推進事業です。

これも質問があったかと思うんですが、

この辺についても、摂津市の小中一貫教

育を今後、こういうふうに推進していく

んだということを、もう少しわかりやす

く説明していただけたらと思います。

　それから、ことしの補正予算なり、そ

れからまた平成２５年度の予算の中で、

小学校耐震補強等事業、それから中学校

耐震補強等事業、また、スポーツセンター

の耐震工事、こういうふうにして耐震に

対する事業が具体的に進められて、非常

に我々にとっては安心ということになる

んですが。耐震と並行して、先般も質問

の中にあったかと思いますけれど、例え

ば、投光器だとか、上のいろいろな器具、

そういうものが落下してきたりするよう

な恐れもあることに対するチェックなり、

補強なども含めてというようなご答弁も

ありました。私はこの三つの耐震事業と

あわせて、この中で確かに建物が壊れな

いということへの耐震は大事なことで、

言うに及ばないんですけれども、それと

あわせて、非常口などの、いざというと

きに外へ出られるような場所の点検また

は増設というようなものも必要ではない

のかなと。いち早くその施設、部屋から

外部に出て避難できるというようなこと

への構造上のやっぱり問題点もチェック

する必要があるんではないかと思います

が、その辺はどういうふうにお考えになっ

ているか教えていただきたいと思います。

　それから、体育施設維持管理事業で、

テニスコートと温水プールについて、温

水プールもかなりのお金をかけて改修さ

れるということですが、これによる温水

プールも、市民に対しての果たす役割と

いうものがどういうふうにお考えになっ

ておられるのか。

　それから、このテニスコートは何か最

近は硬いボールのテニスじゃなしに、ソ

フトボールというんですか、そういうも

のでやるので、今回は全天候制というも

－35－



のをやめて違うことにしてしまうという

ふうなことでしたが。このくすの木テニ

スコートなんか最初にできたときには、

鳴り物入りで全天候制というようなこと

をいって、出発されたというふうに私も

覚えているんですが。それが現状の中で、

今度、違うものに変えていくという経緯

というか、その流れ、こういうところで

やっぱり、当初の鳴り物入りでやったこ

とが今回こういうものに改造するほうが

より市民にとって、利用者にとってベター

なんだということになった理由、これを

教えていただけたらと思います。

　それから、文化財保護のことについて

は、渡辺委員もお尋ねになり、特に、第

６集会所の文化財としての利用、それか

ら催し、いろいろなことをやられた。私

は、これは一歩も二歩も摂津市にとって

少ない文化財の中で、こうした文化財を

保存していただける、またそれ以外には

明和池の文化財だとかいろいろなことも

あるんで、摂津市も文化財に対する考え

方が大分充実してきているんだなという

ふうには思うわけですけれども。例えば、

第６集会所の文化財を今後イベントとし

て使っていくときに、非常に考えられる

ことは、足の便が余りよくない。これな

どに今後やっぱりイベントでもするとき

には、例えば、臨時バスを出すとか、足

の確保をするとかというようなこともあ

わせてやっていかないと、なかなかそこ

で鳴り物入りで鳴らしてみても、オール

市民の人が集まっていただけるというよ

うなことが難しいんではないかなと、我々

事業をいろいろとやってくる中で、そう

いうことを感じますので、その辺はどう

なのかなというふうに思うんで、その分

お答え願います。

　それから、ランドセル支給の問題は、

これも先ほど渡辺委員からも出ていまし

た。ランドセルは、摂津市はこのことを

子どもさんに持っていただいて、少なく

とも３０年近くなるんではないかなとい

うふうに思うんです。過去、佐野教育長

の時代に、このランドセルの色を統一し

て、男女平等ということから、一つの色

に統一したいと、こういう考え方が出た

ことは皆さんもご存じやと思うんです。

そして保護者にそのことをご相談された

り、いろいろされた中で、猛反対が出た

んですね。何で女の子に赤い色がいかん

のやと。その当時、黄色だったか紺色だっ

たか、何か１色に統一すると。少なくと

も男女平等ということから、一つのもの

でという考え方で出したのに、実際のち

またの中では、やっぱり女の子には赤い

ほうがいい、男の子にはこれのほうがい

いという２色になったという経緯があっ

て、今回もそういうことを踏まえた中で、

もう一度、保護者にその考え方を問われ

た中で、やっぱり２色ということになっ

てきたというふうに理解しているんです

が。私はそのときにやっぱり過去にそう

いうことがあったということも踏まえた

中での問題提起というんですか、考え方

を述べられたのか、それとも今日に至っ

てどうですかというぐらいの述べ方かと

いうことについて、私は議員を長いこと

やっているから、何も偉そうに言うわけ

やないんですけど、ややもすると過去に

いろいろあったことというのは置き去り

にされて、今流のことだけでものを考え

ていかれるという風潮があるのかなと、

そんな感じもするんですが。これは私の

見方が間違っているのかもわかりません

けど。その辺も本来なら過去にこういう

経緯がありましたと。再度、今また時代

も流れてきましたので、もう一度この色

の問題について皆さんにお諮りしたいと

思いますというようなことは、やっぱり
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きちっともって相談していくという必要

があったんではないかというふうに思う

ので、その辺の経過についても教えてい

ただきたい。

　それと、ランドセルの問題、我々もこ

のランドセルが６年間通して学校へ行く

だけじゃなしに、ピクニックに行くとき

とか、それから校外授業のときとか、い

つでもそれが一つのリュックとして使え

るということで、こんな合理的なものは

ないというようなことをよく言われてき

ました。しかし、私は今、子どもが携帯

電話を入れていくかどうかはわかりませ

んけれども、今の袋物を見ましたときに、

いろいろな小物も入れられるような、そ

ういうアイデアを添えた袋が出回ってき

ております。そういうことに対するラン

ドセル一つにとっても、そういうものも、

創意工夫したちょっと袋をつけていくと

か、何か一つ余分な入れる部分をつくる

とかいうようなことも、今までに考えら

れて、改良された経緯があるのか、また

今後それをこのまま継続するとしたら、

そういうものは考えていくというような

ことが成り立つのかどうか、その辺もわ

かったら教えていただきたい。

　それから、また、予算の中で、就学前

教育に対する事業に対する予算がある程

度組まれていたんじゃないかと思うんで

すが、私は、小学校に行かれるまでには、

公立幼稚園、私立幼稚園、それから公立

保育所、私立保育園、いろいろあります

ね。そこで、就学前に教えてもらうとか、

また自分なりに勉強するとか、家庭です

るとかということで、小学校に入ったと

きに、既に自分の名前なり文章を平仮名

でも書けるような子どもさんがかなりお

られる。そういうところで、小学校に入っ

てこられたとき、先生が担任されて、そ

の辺のレベルがなかなか難しいので、一

人一人教えていくということになったと

きに、そこで既にもう段差があるという

ようなことで、それから６年間小学校授

業を終えて、また、中学校へ行かれるわ

けですけれども、その辺のところの教育

レベルというのが、一つのレベルという

ようなものが一定私学であろうと、幼稚

園であろうと、保育園の卒園者であろう

と、やっぱり一つのレベルというんです

か、そういうものが必要なのかなと私な

りに考えるわけです。何でそんなことを

言うかといったら、私もこの年になって、

孫が少しできまして、孫が今、幼稚園に

行っているんですけれども、その中の授

業などを見せていただいたり、自発的に

自分でやっていることなんか見ると、こ

のごろの子どもというのは、幼稚園を卒

業するころには、そこそこの学習ができ

た子どもが育ってきているんだなという

ふうなことを感じますので、その辺もど

ういうふうに取り組んでいかれるのかと

いうことをお聞きしたいと思います。

　次に、通学路の安全対策についてです

けども、これも、大事なことなんですが、

私は、先般、通学路の問題につきまして、

具体的に言いますと、例えば、薫英学園

の北側の通路に学生さんが通っておりま

すが、今は、味舌小学校は、元味舌東の

ほうに行っていますし、摂津市の摂津小

学校の子どもはあそこは通らないという

ことで、あそこの通過はほとんど星翔高

校の学生さんがほとんどということです

が、まだ一部、子どもさんも通っておら

れるんではないかなと思うんですが、あ

の周辺のやっぱり整備というのが、ちょっ

と通学路としてはおかしいんじゃないの

かなという感じを受けておりますので、

一度、通学路としてのあり方ということ

を考えていただけたらというふうに思っ

ています。
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　それから、また、同じことになるんで

すけど、卒業式のあり方についてという

ことで、きのう、私も第一中学校の卒業

式に出させていただきました。１０時か

ら１１時、約四十分ぐらいの時間ですけ

れども。総合的、相対的に見て大変いい

卒業式だったというふうに思います。そ

してまた、私ら年をとってくると涙腺も

弱くなるのか知りませんが、生徒と先生

とそしてまた在校生との間でのやりとり、

いろいろな雰囲気を見てまして、私もほ

ろっと涙をこぼすところもありましたし、

担任の先生の生徒への花束贈呈に対する

お礼の言葉というのか、お礼というより

もざんげみたいなことでしたけども、一

番よくわかりました。先生が今までは、

第３学年の担任を逃げてきたと。ずっと

逃げてきたと。しかしもう逃げとおせる

ものではないから受けましたということ

で、そういうことを聞かせていただいた

ときに、ああ、３年生の担任というのは、

普通の担任と違って大変重たい担任なん

だなという感じも受けましたし、普通の

挨拶の美辞麗句を並べられるよりも、実

質、先生の取り組んでこられた自分の過

去の取り組み、そしてこの１年間取り組

まれたことに対する気持ちというのが、

端的に私はわかったような気がしまして、

場面も非常によかったなというふうに思っ

ております。

　そこで、このこととあわせて言うんで

すけれども、最初に起立がありまして、

国旗、国歌の斉唱というところで、先ほ

どの渡辺委員のご質問がありましたけど

も、私もじっと聞いておりましたが、やっ

ぱり今の学生さんはほとんど君が代の部

分では直立で立っておられるけれども、

歌おうという意欲は全くみられない。そ

ういう感じを受けました。そうしたら、

卒業までに何時間か時間をかけてこの君

が代をみんなで歌おうというようなこと

を教えておられるということからいくと、

どうもその辺はえらい違いがあるなとい

う感じは受けました。それは、なぜそう

したら卒業式全体を通して見て、あの君

が代を歌わなかったら、あの卒業式が成

り立たなかったかというと、そういう雰

囲気ではなかったと思います。卒業式そ

のものは非常に私は、先ほど申し上げた

ようにいいものだった。しかし、残念な

がら君が代という歌を歌うという場面に

あってはほとんどの学生さんなり、ちょっ

と先生方のところまで十分見えなかった

んですが、学生さんなりはただ斉唱する

というよりも、あれは拝聴するという、

聞くというような雰囲気でもっておられ

るのかなということを感じました。そこ

で、私は、一つこの卒業式を通して、一

度、学校で平成２４年度の卒業式につい

ての総括というようなものはやっぱりさ

れるべきではないのかなあというふうに

思うんです。だから、どこが感動した、

どこに問題があった、国歌の君が代につ

いてはどうだったと。そのことを今後は

やっぱりどうしていくべきかというふう

にして、一定のやっぱり総括をされるべ

きではないのか。そういう中で、来年度

に向かって君が代の斉唱を皆さんで、た

とえ幾らかの人でも口ずさんでいただけ

るというふうになることが望ましいんで

はないかなというふうには感じましたん

ですが、その辺について、教育委員会な

り学校側のお考えはどうなんでしょうか

ということを聞きたいと思います。

　それから、いじめ、体罰の問題も、社

会問題にもなっておりますし、それから、

質問の中にもあったように思います。い

じめ、体罰と自殺の関係ということで、

けさほども少しラジオを聞いておりまし

たら、日本の自殺はピークのときから比
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べて約九％、今、全国的に約二万七千数

百人になって、３万をかなり切り込んだ

と。しかし、その中でも、やっぱり経済

的なことで亡くなられる自殺者、家庭の

中のいろいろな問題で亡くなられる方、

そして健康上の問題で亡くなられる方、

その次に、やっぱり学校なり、教育のそ

ういう子どもさんの体罰なり、いじめに

よる自殺と。こういうふうなところが大

きなウエートを占めているということで

したので、この自殺、体罰についても、

一度、命の尊さということは十分、教育

委員会の中でもあらゆる場面でやってい

ただいていると思うんですが、そのこと

について、もう一度、摂津の学校の中で

十分、皆さんで命の大切さ、自殺という

ようなことのやっぱり愚かさ、これも含

めて、子どもにわかってもらえるような

機会を、体罰やいじめの問題とあわせて

考えていく必要があるんではないのかな

というふうに思いますが、その辺の見解

はどうでしょうか。

　それから、次に、ここで取り上げます

のは、摂津音楽祭にことしもイベントと

して６８９万７，０００円の予算が組ま

れております。このことには、過去にも

費用対効果として実際どうなのかという

ことは多くの委員の皆さんからも質問が

ありました。私は、この摂津音楽祭とい

うのは摂津を代表して、日本国中、いや、

世界に発信する大きな文化の伝承といい

ますか、発信だということで、これは、

お金で買えない大きな効果といいますか、

摂津が今まで果たしてきた役割というも

のが十分それは成果としてあがっている

というふうに述べてもきましたし、そう

いうふうに思っております。しかし、こ

の音楽祭も、かなりな年月、２０年を越

していると思うんですが、開催されてき

て、一定の摂津はこういう音楽を志す人

の登竜門として大きな位置づけをされて

おりますけれども、摂津市にとりまして、

この音楽祭を今後どうやっぱり考えてい

くのか。そういうことが十分、摂津市の

名前を、また、摂津市を大きく日本に、

世界にアピールすることでの効果が十分

上がってきているということであれば、

引き続いてこの辺のことも十分考えた中

で、今後のやっぱり取り組みをより一層、

この音楽祭というものを盛り上げていく

ような方法を考えていかなければならん

のではないかなと。こういうふうに思っ

ております。だから、私は、この音楽祭

は、一定の時期がきたから一遍考えたら

どうですかという発想では質問しており

ませんが、多くの皆さんがこの費用対効

果だとか、実質、当日の参加者の問題だ

とかいうようなことを考えたときに、そ

れはここらで一度精査し、またそれを点

検して今後どのようにこの音楽祭をより

発展させるかということを考える時期に

きているんではないかというふうに思う

んですが、これはいかがなものでしょう

か。

　ちょっと余談な話ですけども、きょう

もテレビを見ておりましたら、堂本光一

さんという人がミュージカルをやってい

るそうです。この人のミュージカルがも

う１２年になりまして、公演回数が１，

０００回を達成するそうです。これは、

森光子さんの放浪記の約二千回の上演回

数から４番目にくるぐらいの回数をわず

か３４歳の若い人がミュージカルをやっ

ているわけです。そこで、何を言おうと

するかといったら、切符を発売したら即

売り切れだったそうです。その中で本人

が言うてましたけど、このことには、私

は若いけれども、命をかけて、この出し

物に十分なことで、あらゆる体も張り、

頭も使い全てを費やして、プロデュース
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している人とよく話をして、この公演を

今日まで盛り上げてきたと、こういうよ

うなことを言うていました。わあ、偉い

なと。堂本さんというたらアイドルと違っ

たんかいなと思っていたんですが。そう

いうことも含めて、私は芸術というか文

化というものは、やっぱりそういう体を

張って全てを費やして訴えていくという

ところから、多くの市民の皆さんに感動

を持ってもらえるというふうに思ってい

ますので、ちょっと話は余談になりまし

たけれども、摂津音楽祭のことについて

も一度聞かせておいていただきたいと思

います。

　それから、ことしの予算の中で継続し

てやっているんですけど、摂津市のちびっ

こ劇団に対する補助などもつけていただ

いて、非常に評価していただいた。これ

は既に１０年以上の実績を持った劇団で

す。この劇団が、ことしは夏の平和演劇

祭の中ではまた平和をテーマにした演劇

をされるということも聞いております。

これは教育委員会との直接的な関係はな

いと思いますけれども、このちびっこ劇

団を今日まで教育委員会が中心となって

育ててこられたということには、大きな

歴史と、そしてまた大きなものがあると

いうふうに思っておりますが、そこで、

今後、この劇団は、今回は平和のことを

テーマにして脚本を書かれるというのが

８月の芝居であります。しかし、教育委

員会として、これは、いじめの問題だと

か、体罰の問題だとか、こういうような

ことを一つテーマにした脚本をつくって

もらえないかというような発想のもとに

このちびっこ劇団の先生と話をされて、

そういうテーマでのお芝居も出していく

というようなことは今後できないのかど

うか。そして、体罰やいじめの問題に少

しでも、演劇を通して、皆さんに訴えて

いけるというようなことができたらどう

かと思いますので、それも聞かせていた

だきたいと思います。

　いよいよ、最後のほうになるんですけ

ど、今日まで摂津市では機構改革をやっ

ていただいて、また、ことしもこの教育

委員会の中の機構を一部変更されるとい

うことになりました。私たちはどうも文

教常任委員会で、今までずっとおりまし

たときには、児童福祉のことはあくまで

も民生常任委員会の分野だというふうな

イメージでずっときておりましたが、最

近の教育委員会の仕事といいますか、中

を見てみますと、この辺も大きなやっぱ

り役割の中に入ってきていると。そのた

めに登阪部長以下皆さんも一生懸命頑張っ

ておられると。摂津市の教育も揺りかご

から墓場という言葉は悪いですけど、生

涯学習まで入れて、一つの大きな役割を

担っていくところになってきたんだなと

思うんですが、機構改革をされて今日ま

で教育委員会として持ってこられて、こ

の機構改革がどのように具体的に生かさ

れて、市民の皆さんに整合性を図りなが

ら、喜んでもらえるような方向にきてい

るのかというようなことを一つ、ちょっ

と抽象的な質問ですけれども、今日まで

の流れでわかれば教えていただきたいと。

　最後になりますけど、将来に向かって、

教育委員会制度のあり方というのは、今、

一番大きな議論になってきています。教

育委員会を解体してしまったらいいので

はないかとか、もっと市長に権限を与え

てやるべきではないのかというような。

私は今日まで戦後の教育を考える中で、

教育委員会制度ができ、また、いろいろ

試行錯誤もされたんでしょうけど、少な

くとも昭和３２年でしたか、新しい教育

委員会の制度の中で今日までいろいろと

教育委員会が果たしてきた役割というの
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は大きかったし、その成果は大事だし、

また、直接行政と教育委員会が分離され

ることによって、教育の独自性というの

を図ってこられたというふうに思ってお

りますが、今日の流れでは、ひょっとし

たらそういうものも何か包括されてしまっ

て、新しい教育体制に移っていくという

ような雰囲気すら見える昨今の中で、摂

津の今日歩んできた教育というものを、

教育委員会を通してどのように捉えてお

られるのか、今後どのようにそういうこ

とを考えていくのがええというふうに、

今の時点でお考えになっておられるのか、

ちょっとこれも抽象的で難しい問題かも

わかりませんけど。私たちもやっぱり、

私はこれがええということはないわけで

すが、少なくとも、今日まで取り組んで

こられた摂津の教育委員会としてのあり

方は間違っていないという観点の上で質

問させていただいておりますので、その

辺も含めて少しご答弁がいただけるよう

であればお願いしたいと思います。

○大澤千恵子委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　教育総務課に係ります

２点のご質問にお答えさせていただきま

す。

　まず、１点目、耐震に関連いたしまし

て、各非常口の点検、また、ほかにもそ

ういった、いざというときの逃げ口を増

設する必要はないかといったご質問と捉

えさせていただきました。

　この非常口につきましては、日々の点

検は学校にて行い、不用なものが置かれ

ていないか、扉がちゃんと開くかといっ

たようなことは、学校にて行っていただ

いているところでございますけれども、

３年に一度、建築基準法でございますが、

法律に基づいて学校の校舎につきまして

は、特殊建築物の定期検査が義務づけさ

れております。その定期検査の中でそう

いった非常口の点検等、また防火扉等の

点検も行っていただいておるところでご

ざいます。その時点で万が一不良等がご

ざいましたら、直ちに修理を行っておる

ところでございます。

　あと、出入り口の増設ということでご

ざいますけれども、私が知っておる範囲

でございますけれども、耐震工事をして

まいっていますのは、今まで、開口部、

開いているところが広過ぎて、大きな地

震に耐えられないということで、耐震補

強してきたところでございます。したが

いまして、壁のところに出入り口を設け

るということは、耐震の構造壁に影響が

与えられるものであり、その出入り口を

設けることによって、ほかの場所にまた

補強が必要になってくるという場合も考

えられますので、これにつきましては、

なかなか難しいところがあろうかと思い

ます。

　なお、非常口につきましては、これも

建築基準法でございますけれども、二方

向避難ということが学校施設等につきま

しては義務づけられておりますので、各

教室に児童・生徒がおる場合、万が一の

ことがあった場合、避難する場合につい

ては二方向に逃げれるような構造という

ことで義務づけられておりますので、ご

理解をお願いいたします。

　続きまして、ランドセルのご質問でご

ざいます。過去の経過が今、柴田委員の

ほうからご指摘いただきました。私も過

去の経過につきましては、一定認識して

いるところでございます。かなり以前に

なりますけれども、そのことに関しまし

ては、色分けをして、男の子が青色、女

の子が赤色といったようなことで選択肢

を与えなかったということがございまし

た。しかしながら、男女平等ということ

で、なぜ、男が青で、女が赤かというこ
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と、どちらでも２色あるならば好きな色

をとってもいいんではないかという議論

もあったことも認識しているところでご

ざいます。そういった経過もあり、今現

在、どちらかお好きなほうを選んでいた

だいておるということでございます。今

回、再度調査させていただいた分につき

ましては、やはり財政的な面もございま

した。財政課のほうからもやはり経費節

減ということで考えてくれるようにとい

う指示がございましたので。どうしても

２色をつくりますと、予備の品物も多少

は在庫としてつくるわけですけども、１

色にしますと、その在庫数も少なくなっ

てまいるということで、そういったこと

も検討し、調査をさせていただいたもの

でございます。その調査の結果につきま

しては、先ほど渡辺委員のご質問のとき

にお答えさせていただいたように、約８

５％の方々が今の色２色でしていただき

たいという回答でございましたが、これ

につきましても、先ほど、渡辺委員にお

答えさせていただきましたように、今後、

卒業生、また高学年の方々のアンケート

等調査するときにあわせて、アンケート

の中に含めてまいって調査したいと考え

ますので、よろしくお願いいたします。

○大澤千恵子委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　子育て支援課に

係りますご質問にご答弁申し上げます。

　まず、１点目の学童保育室の整備につ

いてでございますけれども、近年、各小

学校におきまして、少人数の分割授業の

実施や支援を必要とする児童の増加によ

りまして、教室の需要が高くなってきて

おります。千里丘、味舌小学校におきま

しては、学校施設内に設置しておりまし

た味舌学童の２部屋、それから千里丘学

童のうち１部屋を校庭部分に建設するも

のでございます。

　千里丘学童につきましては、部屋が離

れておりまして、これまで連絡体制や遊

びが制約されるという問題がございまし

たけれども、これが一定解消されるもの

と思っております。

　また、味舌学童につきましては、今回、

プレハブを校庭に建設することによって、

グラウンドがすぐそばになりますし、指

導員にとっては見守りがしやすく、また、

児童にとっては開放的でグラウンドと一

体的な遊びができるものと考えておりま

す。

　今後とも、保護者が安心して預けられ

る学童保育室の整備、充実に向けて取り

組んでまいります。

　次に、民間保育所施設整備補助事業と

民間保育所入所承諾事業の区別はどのよ

うになっているかというご質問でござい

ますけれども、１点目の施設整備補助事

業につきましては、委員ご質問のとおり、

保育所の建て替え等に係る補助を実施す

るものでございます。それに対しまして、

民間保育所入所承諾事業につきましては、

児童福祉法に基づき、本市が民間保育所

の運営費を支弁することになっておりま

して、これを含めて年間にかかる民間保

育所の運営に係る経費をお支払いするも

のでございます。

　民間保育所入所承諾事業においては、

平成２４年度に建て替えを行いました正

雀愛育園、整備を行いました摂津ひかり

にこにこ保育園のあわせて５０名分の定

員増を含めて、２５年度の予算計上をさ

せていただいているところでございます。

　引き続きまして、母子家庭自立支援事

業の内容でございますけれども、本事業

は母子及び寡婦福祉法に基づき実施して

いるものでございまして、母子自立支援

員を配置いたしまして、ひとり親家庭の

生活上の悩みや母子家庭の貸し付けなど
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の相談、関係機関との連携による就業支

援などを行っているもので、非常勤職員

を雇用しております。

　予算の内訳は、非常勤職員賃金及び出

張に係る費用弁償となっておりまして、

平成２４年度からは１名増員し、２名体

制として実施しております。

　なお、増員した１名につきましては、

ひとり親家庭の大きな課題の一つでござ

います就労についての支援事業を主に担

当しております。

　それから、父子家庭についての支援に

ついてどうなっているのかというご質問

でございましたけれども、この母子自立

支援員が父子家庭についても相談を行っ

ております。圧倒的に母子家庭の方から

のご相談が多い現状でございますけれど

も、父子家庭に対しましても、あわせて

支援を行っております。

　それから、通学路の安全対策事業につ

きましてでございますけれども、昨年の

４月の亀岡市の事故等を受けまして、本

市におきましてはも安全点検を行ってま

いっております。各小学校・中学校から

５４か所の報告がございまして、道路管

理者、教育委員会、警察署等各関係機関

で合同点検を行い、また協議を行ってま

いっておるところでございます。委員ご

質問の件でございますけれども、今回学

校からの報告があった箇所以外の部分に

ついてはまだ十分取り組めていないとこ

ろがございます。今後各学校や地域の方

などの意見を聞きながら取り組んでまい

りたいと思っております。

○大澤千恵子委員長　布川次長。

○布川生涯学習部次長　文化スポーツ課

にかかわりますご質問にお答えさせてい

ただきます。

　まず体育施設の改修等でございますが、

まずスポーツセンターでございます。ス

ポーツセンターは耐震工事とあわせて改

修を行うということで、先ほども答弁さ

せていただいておりますけども、もとも

と小学校の施設でございますので、非常

口は確保していきたいと考えております。

　それからテニスコートでございます。

くすの木コートがハードコートで好評で

あったのではないかというご指摘かと思

われますが、昭和６１年４月にオープン

して以来、このハードコートでご利用い

ただいております。一般的にハードコー

トは管理がしやすいという利点がござい

まして、大いに利用されておりました。

ハードコートはクッション性があまりあ

りません。またボールも早くなりますこ

とから、硬式テニス、特に競技選手の方

や若い方には好評ではございますけども、

昔、軟式といっておりました、今はソフ

トテニスと申し上げますが、ソフトテニ

スの使用には向かない。足腰の負担が大

きいということから初心者や一般の方に

は敬遠される傾向がございます。そうい

うことから近年の健康志向の面からもオ

ムニコートと申しますが、そちらのほう

に移行しているということで、今回はそ

のハードコート４面をオムニコートに改

修する予定でございます。

　それから温水プールの市民に対する役

割と言いますか、利用の内容かと思われ

ますけれども、毎年８万人前後ご利用い

ただいております。温水プールは昭和５

７年に開業して３０年を経過しておりま

すので、プール槽が大分薄くなっており

ますので、今回ＦＲＰ製のプール槽に入

れ替えをするという予定をしております。

　プールでの教室利用方法でございます

けれども、幼児から成人対象の教室を各

種行っております。一般的な水泳教室と、

それからエアロビクスなり腰痛予防です

か、そういうような教室も行っておりま
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す。浮力、水圧が利用できるということ

で、足腰に負担が少ないというスポーツ

として有効に利用いただいていると思っ

ております。ＦＲＰのプール槽に改修し

ますことによって、皆様にも安心・安全

にご利用いただけるのではないかと考え

ております。

　続きまして、音楽祭についてでござい

ます。摂津音楽祭は市政施行２０周年を

記念しての事業でございます。昨年で２

７回、ことし２８回目を迎えることにな

ります。昨年までで３，７００人を超え

る方がエントリーしていただいておりま

す。一定の人気もいただいております。

これだけたくさんの方に来ていただきま

したし、本市でもこの音楽祭が開催され

ました当時は摂津市内でも音楽会、コン

サートというのがほとんどありませんで

した。年に数回であったかと思いますけ

れども、最近では広報を見ていただきま

したらわかりますように毎月どこかで必

ずコンサート、音楽会が開催されるとい

うまでに。摂津音楽祭だけが果たした役

割ではございませんけれども、これを続

けてきた一つの大きな成果かなと考えて

おります。この音楽祭の運営は運営委員

会にお願いをして、いろんな運営につい

てご協議いただいたり、ご提案いただい

たりしながら進めております。本年も２

８回目を迎えるということで、まもなく

３０回が来るということになります。委

員ご指摘のようにある意味では再構築な

り、状況判断をする時期に来ているのか

なとも思います。運営委員会でもそのよ

うなことを検討していければよいと考え

ております。

　それからちびっこ劇団、ひなどりと申

しますけども、そちらのほうのお話であ

りました。一昨年１０周年のご公演いた

だきました。演劇協会の皆様にもご協力

いただきながら１０周年の記念公演を盛

大に、なおかつ立派にされておられまし

た。ご指摘の今、問題になっております

いじめや体罰をテーマにしたような劇は

できないかというお話でございます。過

去から指導いただいております先生のお

考えのもとで平和にテーマを絞られるこ

とが多かったように思います。今後平等、

平和、いずれもいじめや体罰にもつながっ

てくることがあるかと思いますので、こ

ういうテーマのご提案がありましたとい

うことで、指導いただいている先生のほ

うにもお伝えして、今後の検討の一つに

していただければと考えております。

○大澤千恵子委員長　北橋課長。

○北橋児童相談課長　適応指導教室につ

いてご答弁申し上げます。適応指導教室

は不登校児童生徒が情緒の安定と自己回

復力を強め、社会的自立や学校復帰を目

指すための支援を行う場として教育セン

ターに適応指導教室パルを設置しており

ます。この適応指導教室パルで学習支援

や体験活動またカウンセリング等も行い

ながら子どもに対しまして教育、心理の

両面から教育指導嘱託員や学生ボランティ

アのさわやかフレンドが支援を行ってお

りまして、それの適応指導教室の運営に

かかわる経費でございます。またこのさ

わやかフレンドは学校において登校しぶ

りなどで学校に行きにくくなっている児

童生徒の登校支援を行ったり、話し相手

になったり、学習支援を行ったりするた

めに学校に配置したり、家庭のほうに出

向いての支援も行っております。このさ

わやかフレンドの報償金及び費用弁償に

係る費用でございます。

○大澤千恵子委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　生涯学習課にかか

わりますご答弁をさせていただきます。

　まず１点目、生涯学習事業におきまし
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て、将来のいきがいをどのように高めて

いくかというご質問にご答弁させていた

だきます。本市では生涯学習を通じてい

きがいや心の充足を感じていただき、ま

たいつでもどこでも誰でも自由に学ぶこ

とができる生涯学習社会の実現に向け、

各種講座の開催など学習機会の提供を行っ

ております。最近の傾向といたしまして

は学習意欲の二極化というものを感じて

おります。意欲の高い方におきましては

いわゆる朝活、昼活、夜活などと呼ばれ

るような生涯学習活動や、またワンコイ

ン講座の利用など忙しい中でも寸暇を惜

しんで生涯学習を行い、自らを高めると

いうような非常に学習意欲の高い方がお

られる一方で、全く学習機会がないとい

う方もおられ、そういった二極化が進ん

でいるものと思われます。行政におきま

してはそれら学習機会が少ない方におき

ましても学んでいただける機会の環境づ

くりが必要と考えております。平成２５

年度におきましては市内事業所の協力の

もと工場見学を行うなど単なる座学講座

ではなく、体験し実感することによって

興味を引きやすい、また学習意欲を向上

するような講座を実施し、新たな学習者

層の拡大を図り、市全体としてより豊か

な生涯学習社会を目指していきます。

　続きまして、第６集会所の交通の便に

つきましてご答弁させていただきます。

委員ご指摘のように第６集会所におきま

しては、その立地また駐車スペースの点

からイベント時における来場者の交通の

便について問題があると認識しておりま

す。市内公共施設巡回バスなどの公共交

通機関の利用をお願いするものでござい

ますが、必要に応じて送迎バスの運行を

行うなどの対応を行うことで、ご利用者

にご不便をおかけしないような形で対応

してまいりたいと考えております。

○大澤千恵子委員長　若狭課長。

○若狭教育政策課長　それでは私からは

小中一貫教育と、それから卒業式につい

てご答弁いたします。

　まず小中一貫教育推進事業でございま

すが、本市が進めております小中一貫教

育は施設一体型の小中一貫教育ではござ

いません。連携型小中一貫教育と申しま

すか、義務教育９年間を見通した一貫性

のある指導ですとか、小学校、中学校で

切れ目のない連続性、継続性のある指導

を行うことで、１５歳の子どもたちの成

長イメージを小中学校共有しながら学力

向上あるいは生徒指導、これを推進して

いくものでございます。こうした取り組

みによって学力向上だけではなく、不登

校の減少でありますとか、中学校に入っ

た途端に約７倍に膨らんでおります問題

行動、こういったものの減少にも手を打

ちたいなと思っております。具体には各

校から協議委員を選出しまして、摂津市

小中一貫教育推進協議会、市の中央にこ

れを位置づけまして、市全体の小中一貫

教育の方向性、方針を協議しております。

また協議員によります先進地域への研修

参加により学んだものをまた本市に戻し

まして、あるいは各中学ブロックに還元

して取り組みを推進しているというもの

でございます。日常的には生徒指導担当

あるいは養護教諭等が連携、情報交換も

行っております。教科研究、特別支援教

育、人権教育などでは年間を通して定期

的な協議も行っております。また五つの

中学ブロックとも教職員の合同研修会を

開催しておりますし、同じ中学校へ進む

６年生同士の交流でありますとか、算数

科と数学科の合同の教材研究、小学６年

生の１日中学校生活体験、こうした行事

も実践しているところでございます。今

年度は各中学ブロックのこうした実践を
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「小中一貫教育実践の手引き」にまとめ

あげております。本市が進めてきました

小中一貫教育の理念、それから各中学ブ

ロックで行われている具体の取り組み、

これを冊子にまとめあげまして、ほかの

中学ブロックでの取り組みを拡大してい

こうと、２５年度には冊子を活用しまし

て全市的な取り組みにしていこうと考え

ております。

　２点目、卒業式でございますが、委員

ご参加の卒業式が非常に感動的であった

とご意見頂戴いたしました。ありがとう

ございます。一方で国歌斉唱時の生徒の

声が非常に小さいんではないか、そうし

たご指摘もいただきました。式全体の流

れ、最後の授業といったところからも、

歌を歌うんであればやはり全ての歌が大

きな歌声のもと感動的なものとなってほ

しいという願いもありますし、教職員も

歌を歌いますので、これについては引き

続き指導をしていきたいなと考えており

ます。その他本日だけではなく、参加し

ていただいた委員の皆様あるいは事務局、

それから地域の皆様からいただいてます

ご意見を集約しまして、指導すべきこと

は指導していきますし、情報として提供

することあるいは提案したいと思ってお

ります。これらを含めて各校で行われて

おります総括会議、あるいは年間を通し

た総括、学校評価等へ反映するよう学校

にも指導あるいは情報提供をしていきた

いと思っております。

○大澤千恵子委員長　前馬次長。

○前馬次世代育成部次長　それでは私の

ほうから就学前教育にかかわって、それ

から命の尊さを教えることについて、機

構改革にかかわって、３点ご答弁申し上

げます。

　まず就学前教育にかかわりまして平仮

名を習得している子どもも多いというこ

とで、小学校に入ったときに大きな差が

あるのではないかというお問いでござい

ましたが、確かに平仮名等においての知

識、技能にはかなり差がある現状はござ

います。しかし本来的に大切なことは学

びへの意欲であるとか、あるいは人間関

係づくりについて、つながっていける力

があるかどうか、こういったことについ

て共通して力が備わっていることが望ま

しいと考えております。昨年度作成いた

しました就学前教育実践の手引きにおき

ましても、本市の就学前の子どもたちに

身につけたい力として基盤となるものは

つながる力と明記させていただきました。

意欲的に、そしてまたつながって学校生

活に臨める、そのようなことを共通して

備えた子どもたちが入学できるように今

後も就学前教育を進めてまいりたいと考

えております。その点については公立も

民間も共通した思いを今持てているので

はないかと認識しておるところでござい

ます。

　続きまして、自殺にかかわって子ども

たちにどういう命の尊さを教えていくか

ということでございますが、かけがいの

ない命、せっかくこの世に誕生させてい

ただいて、そして育ってきた、あるいは

育てていただいたわけです。自ら命を絶

つことはあってはならないことであると

考えております。そんな中で命の尊さを

教えていくためには特に学校教育で２点

のことが大切かと思っております。一つ

は道徳教育の充実であります。小学校低

学年の道徳教育の内容の中で生きること

を喜び、命を大切にする心を持つこと、

これは道徳教育の内容として掲げられて

おります。この内容は中学校に至るまで

ほぼ同じような中身で掲げられておりま

す。命は大切なものであるということを、

さまざまな機会を通して、学校教育の全
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体の中の道徳教育で考えていく必要あろ

うかと思っております。

　もう１点は安全教育の面であります。

津波防災教育にかかわって群馬大学の片

田教授に防災アドバイザーとして２５年

度からご協力いただくということですが、

釜石市で行われた津波防災教育において

も命を大切にすることが基盤になってお

ります。過去において一人でも命が途中

で失われることがあれば今の自分はいな

い。そしてまた未来のためにも自分の命

を大切にする、こういった考えが特に三

陸の海岸沿いで受け継がれてまいりまし

た。その受け継がれた思いを津波防災教

育の中で片田先生は大事にしてこられま

した。さまざまな安全教育を行っていく

中でこの思いというものを本市の子ども

たちにも伝えていければと思っておりま

す。

　続いて、機構改革にかかわってでござ

いますが、２年前に行いました教育委員

会の機構改革で大切にしてきたことは子

どもの教育にかかわっての連続性、ある

いは一体的な取り組みでございます。例

えば就学前教育と義務教育、切れ目はご

ざいません。しかしこれまでさまざまな

段差、切れ目がございました。２年前の

機構改革で切れ目を少しでもなくし、段

差解消することを目指してまいりました。

また青少年健全育成等も含めまして、全

ての大人たちが一体となって子どもの成

長を考えることも重要であることから、

例えば次世代育成部の中にＰＴＡである

とか、青少年健全育成にかかわる団体を

所管する課がまとめられました。このよ

うに連続的、一貫的に子どもの教育を考

えることを目指してまいりましたし、一

定の成果は上げてきたと思っております。

また福祉における課題、そして教育にお

ける課題というものは実は密接につながっ

ています。さまざまな生活環境あるいは

生活背景の中から課題を抱え、日々子ど

もたちも保護者も悩んでおります。そう

いった関係から福祉と教育が一体となっ

て子どもたちの背景にある問題を考えて

いくことは大変有効であったと思ってお

ります。しかしこの２年間で一体的に取

り組んでまいりましたが、まだまだスムー

ズに動いてない部分もございます。今回、

次世代育成部内で機構を少し触ってまい

りますが、今後もいい点はさらに継続し

ながら、また改善すべき点は改善しなが

ら取り組んでいけたらと思っております。

○大澤千恵子委員長　登阪部長。

○登阪教育総務部長　それでは教育委員

会制度についてご答弁いたします。

　教育委員会制度につきましてはこれま

でからも議論されてきておりますが、特

に昨今のいじめや体罰の事件が社会的に

大きな問題となる中で委員ご指摘のよう

に教育委員会制度のあり方について改め

て議論が出てきております。本市におき

ましてはこれまでのさまざまな議論を踏

まえ、この間教育委員会会議の活性化が

何よりも重要であるとの認識のもと取り

組みを進めており、教育委員会が期待さ

れる役割が果たせるように努めてまいり

ました。こうした取り組みなどによりま

して本市の教育行政の推進に役割を果た

してきたというふうに考えております。

今後国のほうでも教育委員会制度の見直

しの議論が進んでまいると思われますが、

国の動きにつきまして十分情報を収集し

ながらこれまでの本市の取り組みを踏ま

えて、教育委員会が期待されます役割を

さらに一層果たせるように努めてまいり

たいと考えております。

○大澤千恵子委員長　暫時休憩します。

（午後３時　９分　休憩）

（午後３時１６分　再開）
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○大澤千恵子委員長　再開します。

　柴田委員。

○柴田繁勝委員　長々と副委員長の割に

ようけ質問したんでおしかりを受けるか

わかりませんけど、わかったところは全

部要望というか、納得ということにした

いと思います。

　学童保育室の新設ということで、子ど

もさんを見守りしやすいとか、安心とか

いうようなことで今回これだけのお金を

費やしてやっていただけるということで

すから、この平成２５年度に建てられて、

子どもさんが喜んでもらう成果を私たち

も今後見守っていきたいと思っておりま

すんで、答弁はこれで結構でございます。

　民間保育所の件につきましては、つる

のひまわり保育園の建て替えを補助する、

また正雀愛育園、摂津ひかりにこにこ保

育園で定員５０名増ということの運営費

も全部入れてということだということで

よくわかりましたが、定員５０名増とい

うことですから、これは建物を何かやっ

ぱり増設されるということなんでしょう

か。そういうふうにとっていいのかな。

そういうところからなぜこの違いがあっ

たのかなということを、単純な発想をし

たんですけど。これもまた後日聞くこと

にして、そういう答弁でしたんで結構で

ございます。

　せっつ生涯学習大学事業につきまして

も、今いろいろとご答弁をいただいて、

このことも過去から生涯学習大学で卒園

された人がいかに市内の中でいきがいを

感じて、またその第２の講師と言うんで

すか、その受けた授業を地域の人に伝達

していくか、お知らせしていくかという

ことでやっぱり大事な大学だというふう

に持って、本人にとっても大事ですし、

そのことを学んでいただくことによって

周囲の人もその恩恵にこうむっていくと

いうようなことが連鎖していくというこ

とは大事だと思うんで、ただ自分の知識

だけをタンスにしまわれてしまうという

ことではせっかくこの取り組んでも、こ

れはちょっと余談ですけれども、昔、老

人大学なんかがあったときにややもすれ

ばそういう傾向があったのかという感じ

はしましたので、こういうところで学ん

だ人がまた次へ次へとステップしていく

ような方向も含めて、今後取り組んでほ

しいと思います。

　適応指導教室についてもよくわかりま

した。これからもそういうふうにして頑

張って話し相手などいろいろな事業の中

で子どもを育てていただくという適応指

導もよくわかりましたんで、結構でござ

います。

　それから、小中一貫教育で、これも摂

津市の場合は一つの新しい流れの中で９

年間を通してどうしていくかということ

で、昔から小学校と中学校の段差という

こともよく言われてますんで、ここが一

番大事なことではないのかなと。少し昔

の話になりますけども、小学校から中学

校に来られて、この人、幼稚園からすぐ

中学校へ来られたんかなというような生

徒さんもおられたというようなことの現

場報告もあったりしたこと覚えてますん

で、その辺のこともその人の能力なり、

持ってる技量なり、いろいろなことも含

めた一貫教育ということで、今は大事な

のかなと思ってますんで、より促進して

いただくようにお願いします。

　それから耐震事業です。小学校、中学

校、そしてまたスポーツセンターの耐震

工事、今、岩見課長のほうから、下手に

穴をあけたら、余計に耐震せなならんや

ないかと言うことで、私は今回耐震事業

とあわせて中におった人がややもしたら、

そこの扉が開かないために避難ができな
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かった、外へ逃げられなかったという、

二次災害が起こるというようなことも含

めて、こういう構造物については十分扉

の開放もできるのか、もしだめであれば

もう少しここへ非常口を一つつくってや

れば、いざというときに誘導してそっち

に逃げてもらえるというようなこともあ

るんではないかと思ったので、このとき

にあわせてそういうこともお考えになる

ということはいかがでしょうかというこ

とをお尋ねしたんですが、別にこのこと

にこだわるわけじゃありませんので、言

おうとしていることは事故の起こらない

建物を耐震してもらうことと、建物が万

が一起こったときに避難が速やかにでき

るというようなことを総合的に点検して

ほしいということでございますので、よ

ろしくお願いします。

　それからプールのことにつきましては

聞かせていただいて、８万人の人が使っ

てると、これもびっくりしました。レジャー

プールのときは一時１５万人ぐらいだっ

たけど、最後のほうは５万人ぐらいだっ

たですから。それから比べたら、この温

水プールというのはいかに市民に定着し

ているかと。この間もある人に会って、

どこ行ってきはったんですかと言うて、

いや、温水プールに行って、身体を動か

してきましたよと言うて、喜んではるか

ら、これは健康面からも、また水泳とい

うスポーツ面からも大いに寄与している

と。そこへこれだけのお金を注がれて、

ＦＲPのプールにやりかえられるという

ことですから、これもけがの少ないプー

ルだろうと思うんで、衝撃が少ないです

から。一つ見守りを十分していただいて、

せっかくお金をかけたんですから、今後

市民に喜んでもらえるような施設として、

今度はソフト面の充実を図っていただき

たいと思います。

　テニスコートは確かに当初は硬球テニ

スでないとテニスにあらずみたいなこと

を言うとったんですが、最近、大阪人間

科学大学でも薫英学園でもあそこはソフ

トテニスです。朝早くから若い子が一生

懸命やってはります。だから昔、僕らは

軟球と言うとったんですが、今はそうい

うもののほうがテニスとして多くなって

きたという、需要と言うんですか、それ

にこたえていったコートに替えていく、

オムニコートと言うんですか、そういう

ふうに替えられるということですから、

一つこれは今後それに替えてどのような

成果が上がっていくのかということを見

守らせていただきたいと思いますんで、

よろしくお願いしておきます。

　文化財保護事業の件です。先ほど交通

の便について、私はせっかく物をつくっ

てもそこへアクセスが非常に悪ければ十

分な使い方ができないということで、ほ

かにもこの交通問題については別な角度

で思ってることもありますが、せめてこ

ういうところをイベントするときぐらい

には臨時バスなり、またそういうバスを

何とか出していただけるような方法もあ

わせてイベントを一つ盛り上げていただ

きたい。そのイベントについては、渡辺

委員のおっしゃったようなことを中心に

私はやっぱりお願いしたいなと思ってま

すので、よろしくお願いします。

　それからランドセルのあり方について

ですが、今、課長のほうから昔という、

もう一つ誤解があってはいけませんので

ここだけではっきりしておきます。教育

委員会は男女を差別の問題から一色にし

たいと言う提案されたんです。そのとき

に各保護者のほうから、そんなもん困る

ということでクレームが出て、青と赤の

二色になったということなんです。僕は

そういう経緯があったということを踏ま
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えて今回いろんな問題を提案されました

かということを最初に聞いたんですから、

それは過去のことはちょっとわからない

と、現状の中で一遍どないしたらよろし

いか、ランドセル問題を少し俎上に挙げ

てみようということで挙げられたんだと

思うんですが、過去の教育委員会の考え

方の中にそういうことがあって、一度保

護者に提示された中で、悪い言葉で言う

たら、総スカンくって、そんなもんけし

からんと言うて、それで二色にしてきた

という経緯があったということを、これ

はちょっとしつこいことを言うけど、渡

辺委員とも一緒なんです。我々、何も偉

そうに言うわけではなくて、長い間委員

会なり、そういうところへ出てますんで、

過去のやっぱり歴史ということとか問題

は覚えてるんですよ。そこにあって言う

てきたことをやっぱり土台にして現在に

どう至ってきてるのかということを、こ

れはランドセルの問題だけじゃなしに、

あらゆるところで質問された人の意思と

いうものはいつごろからどうやっぱり展

開してきて今日に至ってるかということ

は、中でもやっぱりチェックはしてほし

いなというふうに思います。これは希望

として言うておきます。

　就学前児童の問題について確かに各幼

稚園なり保育園なり私学なり公立なりい

ろいろあるところで、小学校に入ったと

きに同じレベルの同じ試験を受けて採用

さす、子どもが受けるというわけにはい

かんでしょうから、そこにばらつきもあ

るでしょうけれども、あんまりばらつき

が多いと、受けていく担任の先生もやっ

ぱり個人個人の指導に一定の力を注いで

いくのにそれだけ時間がかかり、いろい

ろあると思うんで、できれば同じような

レベルのところまで惹起している方を迎

えていくということは受けていく先生も

やりやすいんじゃないかなというような

ことで、就学前教育というものについて

少しお尋ねをしたんですが。それだけや

なしにいろいろほかにも目的があって取

り組んでおられるということですから、

私のは考え方の一つですので、そういう

こともあるということも含めて、今後幼

稚園なり就学前の子が入学するときに気

持ちよく入学して、お母さん方がその学

校で送っていけるような体制を受け皿と

して、つくっていただきたいということ

をお願いしておきます。

　それから通学路の問題は木下課長のほ

うから言うていただいたんで、私がちょっ

と具体的に言いましたけど、薫英学園の

北側のところの通学路というのは味舌小

学校があるころは子どもがよく通ってま

したけど、今は星翔高校の生徒さんぐら

いですかね。しかしああいうところの一

遍点検してもらって、もし通学路として

の位置づけでどうなのかということ、高

校生が通る通学路はうちの義務教育の中

とは関係ないから、それは市の道路の問

題ですわということになるのか知りませ

んけれども、教育上学校としてやっぱり

考えるときは一度あの辺も点検してもら

えたらなと思うんで、これは希望的です。

お願いをしておきます。

　それから卒業式のことにつきましては

率直に言いました。私も今朝、息子と卒

業式のことについて話をして、「実は昨

日の卒業式に出たんや」と、「非常に感

動して涙腺が弱いんかな、涙がこぼれた

んやけど、そやけど、おまえら若いころ

に卒業のときに君が代を歌うときに歌っ

たか」と聞いたら、息子は四十幾つになっ

てますから、もう二十数年前の卒業式で

すから、まだそこまで君が代のことが言っ

てたどうかはわかりませんけど、「いや、

歌ったことの記憶はちょっとないけど、
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そやけどおやじさん、やっぱり自国の歌、

アメリカに行ってもよそへ行っても自分

ところの国歌というものはもっと世界の

人は大事にしてんのと違うか」と、「そ

ういうことをやっぱり子どもに何らかの

形で教えていくということは大事と違う

やろうか」と、「そのええとか悪いとか

はなしに、やっぱり自国の国歌というも

のに対する敬愛の心というか、そういう

ものを教育の中で教えていかなあかんの

やないか」というようなことを、これは

生の話ですよ。きょう、朝出しなにそう

いう話をしたら、息子が言うとったから、

「ああそうやな、そういうことやな」と

言うて、感心してきょうここでちょっと

その一端を述べたんです。今後やっぱり

そういうことで先ほど僕、申し上げまし

たように卒業式そのものの総括もし、そ

の中に君が代の声が小さいという判断で

あればなぜ小さかったのか、もし子ども

さんがもう少し大きな声で歌うというこ

とが可能なのか不可能なのか、その辺も

十分検討していただいて、今後、来年の

卒業式に向かって前向きに取り組んでい

ただきたいということを申し上げておき

ます。

　摂津音楽祭につきましては、延べにし

てみたら、約３０回やってますから、そ

の中で３，７００人ということですから、

毎回私も予選のときとか、本選のときと

か、またそれからコンクールのときとか

に見せさせてもらったりしてるんですけ

ど、動員ということからいくと、少し申

しわけないなという感じは、率直なとこ

ろはあります。しかしこの摂津が２０年

以上取り組んできた音楽祭がやっぱり全

国に大きな発信をしてるという位置です、

これをもっと自信をもって進めていただ

きたい。そのためにちょっといらんこと

やけど、堂本光一さんの話までしたんで

すけれども、うちがつくって売り出した

摂津の一つの大きな財産だというような

位置づけでこの音楽祭を今後どう取り組

んでいくのか、どうしていくのかという

検討をしてほしいというお願いをしてお

りますんで、そういう取り組みをしてい

ただきたいと思います。

　それから機構改革について、この２年

間で次長のほうからいろいろとご説明い

ただきまして、大変だったと思います。

私も正直言うて、これだけ教育委員会の

ボリュームが大きくなって、今まで民生

常任委員会で議論してたことが、子育て

関係とかが入ってきて、大変だなと思っ

てますが、しかし教育というものを考え

たときに、子どもの幼児期からの取り組

み、保育、それも総合的に考えて摂津の

子育てを含めた教育というものを考えて

いかないかんということでのこうしたこ

とだと思いますんで、これは私はもう当

然いいという方向で取り組んでいただき

たいと思いますんで、報告いただいて、

ありがとうございました。

　それから将来に向かって教育委員会制

度について、これは教育長にでも答えて

もらおうかと思ったんですけども、教育

長もなかなか難しい問題でもあるのかわ

かりませんが、私はちょっと最近憂いと

いうか、どうなるんやろと、昭和３２年

から教育委員会制度が市長の中から独立

してきちっとやってこられたこの歴史の

中で、今また大きく変わろうとしている

んですから、そら変わったほうがいいの

かもわからないなという気持ちも反面持

ちながら、この教育委員会制度の今日ま

でのあり方をずっと私なりに考えてみて、

ほんなら摂津の教育委員会ってそんなに

間違ったことばっかりやってきたかとい

うと、そうじゃなかったと思うんです。

最近、教育委員会の傍聴なども見せてい
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ただいたりしても、文教常任委員会でやっ

たことと同じようなことではあるんやけ

れども、また同じように俎上に挙げてき

ちっとやっぱりそこで問題提起をして、

各委員の意見を聞き、教育長の生の意見

を聞いてやっておられますから、これは

民主的にやっておられるんじゃないかな

と、こういう制度をやたらつぶすという

ことはいかがなもんかと思ってる一人と

して質問しておりますんで、今後ともこ

れにご答弁をくれというほうもちょっと

無理やと思いますんで、そういう思いが

あるということでこの問題を少し触れさ

せていただきましたということです。ずっ

と述べましたので、もうご答弁は結構で

ございますので、私がだらだらと約４０

分ぐらいわたって述べましたけれども、

気持ちのところを察していただいて、今

後の教育行政の中で頑張っていただきま

して、お願いして質問を終わります。

○大澤千恵子委員長　柴田委員の終わり

ました。

　以上で、質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後３時３３分　休憩）

（午後３時３５分　再開）

○大澤千恵子委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○大澤千恵子委員長　討論なしと認め、

採決します。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○大澤千恵子委員長　賛成多数。

　よって本件は可決すべきものと決定し

ました。

　議案第９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○大澤千恵子委員長　全員賛成。

　よって本件は可決すべきものと決定し

ました。

　暫時休憩します。

（午後３時３６分　休憩）

（午後３時３９分　再開）

○大澤千恵子委員長　再開します。

　本委員会の所管事項に関する事務調査

について協議します。

　平成２５年度、委員会行政視察を実施

することに異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○大澤千恵子委員長　異議なしと認め、

そのように決定します。

　次に、視察事項、視察先、視察日程な

どについてご協議をいただきます。何か

案のほうは皆さん、ございましたでしょ

うか。柴田委員。

○柴田繁勝委員　どっちにしても９月の

改選まででしょう。

○大澤千恵子委員長　そうです。ただ日

程的に５月末までに実施させていただき

たいということです。皆さんからが提案

がなければ、私のほうから一つ提案をさ

せていただきたいと思います。先ほど委

員会の中でも渡辺委員の質問の中に何度

も出てまいりましたけれども、福島県の

会津若松市で、青少年の心を育てる市民

交流プランについて、同じく福島県の郡

山市で教育研修センターについて視察す

ることをご提案させていただきます。先

ほどの話にありましたように、ならぬこ

とはならぬものですと。あいづっ子宣言

の青少年の規範意識の向上に取り組んで

いるところでございます。

　何かご意見はありますか。安藤委員、

どうですか。

○安藤薫委員　いいですよ。

○大澤千恵子委員長　ただ、総務常任委

員会が５月３０日と３１日に決定したと
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いうことをお聞きしておりますので、文

教常任委員の方々には５月２３日から大

体５月３０日の間を予定として空けてい

ただきたいんですけども、いかがなもん

でしょうか。安藤委員。

○安藤薫委員　内容で、郡山市の教育研

修センター、またこれからいろいろ勉強

させてもらえたらと思うんですけど、せっ

かく福島のほうに行くんであれば原発の

影響等を受けておりますね。避難してい

る子どもたちもいてますし、摂津でも防

災教育というのが言われておりますから、

そういう観点からもちょっと具体的にこ

うという考えはないんですけども、少し

盛り込んでもらうか、教育研修センター

の中で今の郡山の子どもたちの状況であ

るとか、避難したときの子どもたちのフォ

ローの仕方とか、きのうテレビで見てた

ら、避難してきてる子たち、避難するか

しないかで子どもたちは外で遊べないの

で、室内で遊べるようなそういった施設

をつくってやってる問題を少し、郡山市

だったような気がするんですけど、ひょっ

としたら福島市だったかもしれませんが、

もしそんなのが盛り込められるようなこ

とであればご検討いただけたらと。相手

市とのこともあるでしょうし、日程のこ

ともあると思いますので。

○大澤千恵子委員長　日程のことと、あ

と時間の関係で。ただここの会津若松に

行くということになりますと、日程的に

千里丘発が６時５９分ぐらいの非常に朝

が早い出発をしないとなかなか２日間の

行程を行うのは難しいということで、ま

ず６時５９分というその早朝に皆さんが

集合できるかどうかというところがござ

いまして。

○川端福江委員　大丈夫です。

○大澤千恵子委員長　暫時休憩します。

（午後３時４４分　休憩）

（午後３時４５分　再開）

○大澤千恵子委員長　再開します。

　そうしましたら、日程的には５月２３

日から５月３０日で事務局のほうに調整

していただくということで、よろしいで

しょうか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○大澤千恵子委員長　先ほど安藤委員が

言われたことも中に検討しながら、また

その内容に関しては、またご報告させて

いただくということで、よろしいでしょ

うか。そうしましたら、この場で決めさ

せていただくということで、よろしくお

願いいたします。

　それでは、このように決定いたします。

　それでは、本会議最終日において常任

委員会の所管事項に関する事務調査につ

いては閉会中に調査することが諮られま

す。本委員会の所管事項については、学

校教育行政、社会教育行政、児童福祉行

政について、平成２５年９月２９日まで

閉会中に調査することにしたいと思いま

すが、異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○大澤千恵子委員長　異議なしと認め、

そのように決定します。

　これで本委員会を閉会します。

（午後３時４６分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

文教常任委員長 大 澤 千 恵 子

文教常任委員  川 端 福 江
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